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入 札 説 明 書  

 

 この入札説明書は、福岡県が発注する福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務の

委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき

事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出するこ

と。なお、当該仕様等について疑義がある場合は、下記６に掲げる者に説明を求めること

ができる。ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立て

ることはできない。  

１ 公告日  

  令和７年12月10日  

２ 一般競争入札に付する事項  

⑴ 委託業務の名称  

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託  

⑵ 委託業務期間  

   契約締結日から令和８年３月31日までの間  

⑶ 委託業務場所  

指定場所  

３ 委託業務の内容  

  別添「仕様書」のとおり  

４ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の５第１項規定

に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。）  

  「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一

般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格（令和６年４月福岡県告示第2

44号）」に定める資格を得ている者（競争入札参加資格者名簿（物品）登載者）  

５ 入札参加条件（地方自治法施行令第１６７条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格をいう。以下同じ。）  

  令和７年12月22日（月曜日）現在において、次の条件を全て満たすこと。 

⑴ ４の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者  

 大 分 類  中 分 類  業 種 名  等     級   

 13 なし  サービス業種、その他  ＡＡ、Ａ  

⑵  仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。  

⑶ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成 

14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者 

⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管達  

第66号総務部長依命通達）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）期間中で 

ない者  

６ 当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称  

  福岡県警察本部総務部会計課  

  〒812-8576 福岡市博多区東公園７番７号  



  電話番号 092－641－4141 内線2243 

７ 契約条項を示す場所  

  ６の部局とする。  

８ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨  

    日本語及び日本国通貨 

９  入札説明書等に関する質問  

入札説明書等に関する質問については、「質問受付実施要領」により行う。  

10 入札  

入札に参加する者は、入札書を持参（ただし、県の休日には受領しない。） 

 又は郵便（書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。）により、下記のとおり提出しな

ければならない。電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 

⑴ 入札書の提出場所  

６の部局とする。  

⑵ 提出期限  

     令和７年12月22日（月曜日）午後５時45分 

⑶ 入札金額は、契約期間において当該委託業務を行うにあたり要する一切の諸経費を

  を含めた額とする。  

   なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセント

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係

る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の1

00に相当する金額を入札書に記載すること。  

⑷ 代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。  

なお、入札書に入札者（代表者）の氏名又は名称若しくは商号、代理人であること 

の表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。  

⑸ 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ封筒の表に氏名（法人の場

合はその名称又は商号）及び「令和７年12月23日（火曜日）開封《福岡県警察本部地

域部自動車警ら隊外移転業務委託》の入札書在中」と朱書きしなければならない。 

  書留郵便により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かんし、

かつ封筒の表に「入札書在中」を朱書きすること。  

⑹ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分につ

いて二重線を引いておかなければならない。ただし、金額部分については、訂正を認

めない。                                                     

⑺ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、変更又は取消しをするこ

とができない。  

⑻ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められ

た義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。  

⑼ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公

正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこ

れを廃止することができる。  

11  開札の場所及び日時  

⑴ 場所  



      福岡市博多区東公園７番７号  

      福岡県警察本部 入札室（地下１階北側） 

⑵ 日時  

      令和７年12月23日（火曜日）  午後２時00分  

⑶ その他  

開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、 

入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない 

職員を立ち会わせてこれを行う。 

12  落札者がない場合の措置  

開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の８第４項

 の規定により、再度の入札を行う。再度の入札は直ちにその場で行う。  

13  入札保証金及び契約保証金     

⑴ 入札保証金  

      見積金額（消費税込みの金額）の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担

  保（銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡

  県財務規則第145条第３項各号に掲げるもの）を入札書提出時に納付又は提供するこ

  と。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。  

  ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。 

入札保証保険契約は、見積金額（消費税込みの金額）の100分の５以上の保険金額

とし、保険契約方式は定額補償に限る。なお、保証期間は入札書を提出する日から

契約締結日までの期間とする。 

イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）との

同種・同規模の契約を履行（２件）したことを証明する書面を提出する場合 

⑵ 契約保証金                                                              

契約金額（消費税込みの金額）の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保 

を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。   

ア  県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額（消費税込みの金額）の100分

の10以上を保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合     

イ 過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等

を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件）したことを証明する書面を提出

する場合  

14 入札の無効  

    次の入札は無効とする。  

    なお、12により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。  

⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札  

⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札  

⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札  

⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札  

⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札  

⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は13の⑴に規定する金額に達しない入 

 札  



⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 

⑻ 入札日の日付のないもの又は日付に誤りのある入札  

⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名停止

  期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がし 

 た入札  

15 落札者の決定方法  

⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。  

⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開

札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務

に関係のない職員にくじを引かせるものとする。  

16  その他  

⑴ 契約書の作成を要する。  

⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の  

 の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。  

⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」（契約書に添付）の提出 

 を要する。  

⑷ 本入札執行については、地方自治法、同法施行令及び福岡県財務規則の定めるとこ

  ろによる。 

⑸ 入札参加者は人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しない

よう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

 



　　規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟

　　覧のうえ、入札（見積）して下さい。

契約履行
期　　限

1 式

参考

２　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

　する金額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

　た金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業

　者であるかを問わず、総額で見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を

　入札書に記載すること。

入 札 （見 積） 仕 様 書

記

請求先 会計課 履行場所 指定場所 令和8年3月31日

品 名 規 格 数量（単位） 備 考

福岡県警察本部地域部自動
車警ら隊外移転業務委託

合 計

１　別添「福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託仕様書」のとおり



　チェック項目（チェックが入っている場合のみ該当）

（仕様書裏面）

（その他特記事項）

ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合の候補となる機器等について

は機器等リストを、役務（再委託先を含む。）の場合は役務リストを、あら

かじめ福岡県警察に提出し、福岡県警察がサプライチェーン・リスクに係る

懸念が払拭されないと判断した場合には、福岡県警察と迅速かつ密接に連携

し、代替品選定等を行うこと。

ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合について、不正な変更（機器

等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくな

い特性を組み込むことをいう。）が疑われると福岡県警察が判断した場合は、

契約業者において調査及び必要な措置を講じること。

プログラム開発の場合については、不正な変更の有無を確認し、不正な変

更が存在した場合は、当該不正な変更の修正を行った上で納入すること。ま

た、契約後、納入前までに、不正な変更の有無の確認結果等の書類を提出す

ること。

（保有個人情報の取扱い）

受託者（受注者）は、個人情報の保護に関する法律第６６条第２項に基づ

き、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。

また、受託者（受注者）は、委託者（発注者）の求めに応じ、保有個人情

報の安全管理について委託者（発注者）が定める方法で報告すること。

なお、再委託先はもとより、保守業務を行う業者において個人情報の取扱

いを行う可能性がある場合も同様とする。



                                      別添 

 

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託仕様書 

 

１ 目的及び概要 

  本移転業務仕様書は、篠栗合同庁舎（以下「新庁舎」という。）への移転に伴う備品等 

 その他の物品（以下「移転物件」という。）の運搬及びそれに付帯する作業に関する仕様

書であり、警察業務の中断の期間を最短にし、移転業務を円滑に実施することを目的と

する。 

２ 搬出入場所 

(1)  搬出場所 

福岡県警察地域部自動車警ら隊 庁舎１階、３階（エレベーター無） 

福岡県警察刑事部機動捜査隊  庁舎１階、２階（エレベーター無） 

福岡県警察交通機動隊  庁舎１階～２階（エレベーター無） 

福岡市警察部特別遊撃隊 庁舎１階 

糟屋郡篠栗町田中３－４－１ 

詳細の搬出場所については、別紙１「交通機動隊庁舎平面図」のとおり。 

(2)  搬入場所 

福岡県篠栗合同庁舎  

福岡県警察地域部自動車警ら隊 庁舎１階、６階（エレベーター有） 

福岡県警察刑事部機動捜査隊  庁舎１階、２階（エレベーター有） 

               保管倉庫北側車庫 

福岡県警察交通機動隊  庁舎１階、２階、６階（エレベーター有） 

福岡市警察部特別遊撃隊 庁舎１階 

糟屋郡篠栗町田中３－４－１  

詳細の搬入場所については、別紙２「篠栗合同庁舎平面図」のとおり。               

３ 作業計画等の作成 

(1)  当仕様書に基づき契約業者（以下「受託者」という。）は移転作業計画書を作成の上、 

委託者の承認を得なければならない。 

(2) 移転作業計画書は、作業日程表及び作業時間予定表及び作業体制表等とする。 

４ 移転作業について 

(1) 移転物件 

移転物件等は別紙３「福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表」のと 

  おりとする。ただし、その内容に疑義がある場合は、受託者は実施前に必ず委託者に

確認の上、その指示を受けることとし、作業に遺漏がないようにすること。 

(2) 移転期間 

移転期間は、新庁舎引渡日(令和 8 年 2 月 27 日(金)予定)から、令和 8 年 3 月 31 日

（火）までの間（平日午前９時から午後５時４５分までの間）とする。ただし、引渡  

し作業等により変更が生じる場合は、委託者及び受託者の間で協議する。 

なお、物件の移転日時等、作業工程の詳細については、事前に鑑識課庶務係及び暴

力団犯罪捜査課庶務係に確認すること。 

(3) 搬出入路の確保 

  ア 車両の通行及び移転物件の搬出入に際し、事故防止に努めるとともに安全確認を 

徹底すること。 

  イ 受託者は臨時に設けた搬出入路については、運搬作業終了後速やかに、原状に回

復するものとする。 



(4) 養生 

 ア 養生の場所 

    移転物件の搬出入の対象となる新庁舎の全建物の搬出入口、玄関、ロビー、廊下、

通路、エレベーター等のほか、スロープ等敷地内全ての建築物を対象とし、庁舎及

び敷地内の建築物等を損傷しないよう十分に行うこと。 

  イ 養生の維持 

    受託者は養生実施後、作業が終了するまでの期間、養生の完全な状態を維持する

ものとする。 

  ウ 養生の撤去 

    受託者は作業が終了した部分の養生を速やかに撤去しなければならない。 

  エ 原状回復の責任 

    受託者は、養生の撤去に際しては、クリーニングを行い、損傷又は汚れ等の有無

について委託者の確認を得るものとする。また、養生部分に損傷又は汚れ等が認め 

られる場合は、委託者の指示に従い、受託者が原状回復を図るものとする。 

(5) レイアウトの確認 

受託者は、作業後の業務の円滑な実施のため、委託者が指示するレイアウト図に基 

づき、委託者の担当職員と移転物件の搬送準備、搬送順序及び設置場所に関する十分

な打ち合わせを行うこと。（搬入場所のレイアウト図は、事前の移転物件の確認の際に

配布する。） 

(6)  移転説明 

受託者は委託者が指定する日時に、委託者の作業責任者及び各担当者に対して移転 

準備に関する詳細と留意事項を明示し説明するものとする。特に必要な場合は、それ

ぞれ個別の事項に関する説明を行うものとする。 

(7)  作業実施上の留意事項 

受託者は作業の実施にあたっては、次の事項に留意すること。 

   ア  移転物件はそれぞれの特性、規格、用途に応じた最も適した方法で梱包及び運搬 

    等を行い作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分に配慮すること。キャビネッ 

    ト等の在中品については、原則として、受託者の用意する段ボールに梱包するもの 

とする。 

   イ 作業現場では、委託者が指定する現場監督員の指示に従うこと。 

   ウ  委託者が指定する精密機器は、破損しないよう十分な措置を講じること。 

   エ  運搬作業中に予想される降雨等の気象の変化に対し、充分な対策を講じること。 

(8)  移転物件のラベル貼付 

受託者は本業務が円滑に実施されるように、必要な行き先ラベルを委託者が必要と 

する枚数分準備すること。 

(9)  梱包資材の配布及び回収等 

梱包資材（段ボール、布テープ）については、事前に必要な数量を現場で確認の上、 

受託者の費用負担により準備すること。（段ボールの最大準備枚数については次のと 

おりとする。福岡県警察地域部自動車警ら隊３２０枚、福岡県警察刑事部機動捜査隊 

２１０枚、福岡県警察交通機動隊３７０枚、福岡市警察部特別遊撃隊７０枚とする。） 

 なお、受託者は、移転当日発生した開梱済の梱包資材については、速やかに行い、

庁舎及び敷地内に残置させないこと。 

(10) 不用品等の処理 

受託者は、移転作業中に発生する不用品等については、随時処理すること。 

(11) 報告 

ア  受託者は、各種作業の開始前、当日の作業に従事する人員、車両数、作業順序、 



 変更事項の有無等について委託者に報告するものとする。 

イ 受託者は、作業当日の作業実施状況と終了時の報告を委託者に行うものとする。 

 なお、報告は必要に応じて資料を添付すること。 

ウ 受託者は、作業の内容、物品等に不測の事態及び事故が発生した場合は、速やか   

 にその内容を委託者に報告し、指示を受け、その経過を報告するものとする。 

(12) 安全作業の励行 

 受託者は、作業の実施にあたっては事故の防止と安全確保の為、必要に応じて次の 

対策を講じること。 

     ア 本件作業期間中は、搬出入口等の道路部分に必要により、歩行者及び車両の誘導 

    を行うものとする。 

   イ 搬出入時、積み卸し作業が行われる場所で安全を確保する必要があるときは、誘

導作業を行うものとする。 

   ウ  各種資材等の配布作業、その他の作業が実施されているときは、来庁者、職員、

その他関係者の安全を確保するため、必要な措置を講じること。 

エ 各種作業に従事する者に対し、安全教育を行い、安全管理責任者を定め、安全作

業の励行に努めること。 

オ 緊急時に備え早急に措置がとれるよう緊急連絡体制表を提出すること。 

(13) 事故防止及び補償 

受託者は、作業の実施に当たっては、必要な関係法令を遵守し、安全作業に努め、 

事故の絶無を期さなければならない。万一、本件作業中に下記の人身事故、物損事故、

搬送物品の破損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償等については、受託

者の責任とする。 

ア 第三者、来庁者、職員その他関係者及び受託者の従業員の人身事故 

イ 作業車両等による全ての人身事故 

ウ 敷地内の縁石、植栽、建物、構造物とそれに付属する設備に対する事故 

エ 移転物件に対する事故 

オ その他の管理責任に基づく事故 

(14) 秘密の保持 

受託者は、本件作業の実施に当たり、業務遂行上知り得た事項について、第三者に 

漏洩してはならない。 

(15) 遵守事項 

受託者は、次に定められた各事項を遵守すること。 

   ア 本件作業の従事者名を事前に委託者に届けるものとする。 

   イ 作業員には服装の統一、名札・腕章の着用など当該人が本件作業の従事者である

ことが明らかに認識できるようにしておくこと。 

   ウ 作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないものとする。 

   エ 指定場所以外での喫煙は禁止し、防災に特段の留意をするものとする。 

   オ 火気、危険物の持ち込み等について事前に委託者の承認を得ること。 

(16) 損害賠償の保証 

受託者が、業務を請け負った移転物件及び財物を破損、汚損及び紛失した場合は、 

誠意をもって原状回復するものとし、また受託者賠償責任等により損害賠償を保証す

ること。また、建物に対し侵害を与えた場合も損害賠償責任保険等により損害賠償を

保証すること。 

５ 完了通知書 

  受託者は本件作業が完了した時は、委託者に作業完了通知書を提出し、検査を受ける

こと。 



６ その他 

(1)  本仕様書に定めのない事項が発生したときは、その都度、委託者及び受託者で協議 

して、これを定めるものとする。 

(2)  受託者が必要に行う搬入場所の確認は、委託者に確認の上、契約締結後に行うこと。 

  

 

 

















○　自動車警ら隊No.１

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 隊長用机 W1600×D800×H700 1 ３階自動車警ら隊隊長室 1 １階自動車警ら隊執務室

2 回転椅子（隊長用） W680×D660×H1200 1 ３階自動車警ら隊隊長室 2 １階自動車警ら隊執務室

3 隊長用ロッカー W580×D520×H1770 1 ３階自動車警ら隊隊長室 3 １階自動車警ら隊執務室

4 隊長室ソファー（３連） W1780×D750×H750 2 ３階自動車警ら隊隊長室 4～５ １階自動車警ら隊執務室

5 隊長室ソファー（１連） W750×D750×H750 3 ３階自動車警ら隊隊長室 6～８ １階自動車警ら隊執務室

6 隊長室テーブル（大） W1200×D600×H450 2 ３階自動車警ら隊隊長室 ９～10 １階自動車警ら隊執務室

7 隊長室テーブル（小） W600×D450×H450 1 ３階自動車警ら隊隊長室 11 １階自動車警ら隊執務室

8 書庫 W880×D520×H1800 1 ３階自動車警ら隊隊長室 12 １階自動車警ら隊執務室

9 トロフィー置き W750×D300×H1800 1 ３階自動車警ら隊隊長室 13 １階自動車警ら隊執務室

10 机横引出し W700×D700×H460 1 ３階自動車警ら隊隊長室 14 １階自動車警ら隊執務室

11 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 2 ３階自動車警ら隊隊長室 15～16 １階自動車警ら隊執務室

12 パーテーション W1040×D30×H1500 2 ３階自動車警ら隊隊長室 17～18 １階自動車警ら隊執務室

13 服かけ W500×D500×H1600 1 ３階自動車警ら隊隊長室 19 １階自動車警ら隊執務室

14 鏡 W340×D30×H1500 1 ３階自動車警ら隊隊長室 20 １階自動車警ら隊執務室

15 ホワイトボード W1200×D30×H900 1 ３階自動車警ら隊隊長室 21 １階自動車警ら隊執務室

16 副隊長机 W1600×D800×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 22 １階自動車警ら隊執務室

17 副隊長横引出し W380×D620×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 23 １階自動車警ら隊執務室

18 片袖机（補・係長用） W1200×D700×H700 6 ３階自動車警ら隊隊本部 24～29 １階自動車警ら隊執務室

19 片袖机（係員用） W1000×D700×H700 8 ３階自動車警ら隊隊本部 30～37 １階自動車警ら隊執務室

20 無袖机（炊事台用） W1000×D700×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 38 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.２

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 テーブル（副隊長横） W1200×D600×H450 1 ３階自動車警ら隊隊本部 39 １階自動車警ら隊執務室

22 テーブル（作業台） W1800×D900×H730 1 ３階自動車警ら隊隊本部 40 １階自動車警ら隊執務室

23 回転椅子（副隊長用） W640×D550×H1000 1 ３階自動車警ら隊隊本部 41 １階自動車警ら隊執務室

24 回転椅子（肘置付） W600×D550×H1000 3 ３階自動車警ら隊隊本部 42～44 １階自動車警ら隊執務室

25 回転椅子（係員用） W600×D550×H1000 9 ３階自動車警ら隊隊本部 45～53 １階自動車警ら隊執務室

26 ロッカー大 W460×D530×H1790 2 ３階自動車警ら隊隊本部 54～55 １階自動車警ら隊執務室

27 キャビネット両開き（小）（副隊長用） W880×D380×H700 3 ３階自動車警ら隊隊本部 56～58 １階自動車警ら隊執務室

28 キャビネット両開き（大） W880×D380×H1790 14 ３階自動車警ら隊隊本部 59～72 １階自動車警ら隊執務室

29 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 10 ３階自動車警ら隊隊本部 73～82 １階自動車警ら隊執務室

30 本棚キャビネット（上ガラス） W880×D380×H1790 2 ３階自動車警ら隊隊本部 83～84 １階自動車警ら隊執務室

31 キャビネット大（事務品） W880×D380×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 85 １階自動車警ら隊執務室

32 ロッカー（9人用） W880×D380×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 86 １階自動車警ら隊執務室

33 書類キャビネット（多段） W880×D400×H900 1 ３階自動車警ら隊隊本部 87 １階自動車警ら隊執務室

34 掃除ロッカー W460×D530×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 88 １階自動車警ら隊執務室

35 食器棚 W880×D400×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 89 １階自動車警ら隊執務室

36 隊本部ソファー W1550×D900×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 90 １階自動車警ら隊執務室

37 隊本部ソファー２ W1950×D900×H850 1 ３階自動車警ら隊隊本部 91 １階自動車警ら隊執務室

38 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 20 ３階自動車警ら隊隊本部 92～111 １階自動車警ら隊執務室

39 長机　大（勤務員間） W1800×D450×H700 4 ３階自動車警ら隊隊本部 112～115 １階自動車警ら隊執務室

40 長机　中（勤務員間） W1200×D450×H700 2 ３階自動車警ら隊隊本部 116～117 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.３

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

41 ホワイトボード W1200×D30×H900 1 ３階自動車警ら隊隊本部 118 １階自動車警ら隊執務室

42 横長キャビネット両開き W890×D450×H400 13 ３階自動車警ら隊隊本部 119～131 １階自動車警ら隊執務室

43 パーテーション W1040×D30×H1500 3 ３階自動車警ら隊隊本部 132～134 １階自動車警ら隊執務室

44 端末用の椅子 W650×D550 ×H1000 1 ３階自動車警ら隊隊本部 135 １階自動車警ら隊執務室

45 椅子（パイプ） W640×D300×H800 5 ３階自動車警ら隊隊本部 136～140 １階自動車警ら隊執務室

46 ロッカー（1人用） W320×D450×H1790 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 141 １階自動車警ら隊執務室

47 金庫 W500×D460×H700 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 142 １階自動車警ら隊執務室

48 冷蔵庫 W480×D480×H1130 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 143～144 １階自動車警ら隊執務室

49 電子レンジ W470×D330×H300 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 145～146 １階自動車警ら隊執務室

50 ラック大 W2600×D430×H2100 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 147 １階自動車警ら隊倉庫

51 ラック小 W900×D450×H2100 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 148～149 １階自動車警ら隊倉庫

52 キャビネット両開き（大） W880×D380×H1790 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 150～152 １階自動車警ら隊執務室

53 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 153 １階自動車警ら隊執務室

54 書類入れ（日誌関係） W880×D380×H880 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 154 １階自動車警ら隊執務室

55 訓示簿キャビネット W880×D380×H880 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 155 １階自動車警ら隊執務室

56 カラーボックス白（運転日誌） W880×D300×H400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 156 １階自動車警ら隊執務室

57 ホワイトボード大（展示） W1800×D30×H900 1 ３階自動車警ら隊隊本部前廊下 157 １階自動車警ら隊執務室前廊下

58 ホワイトボード中（行事） W1200×D30×H900 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 158～160 １階自動車警ら隊執務室

59 ホワイトボード小（勤務） W900×D30×H600 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 161～163 １階自動車警ら隊執務室

60 両袖机（班長用） W1400×D700×H700 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 164～166 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.４

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

61 片袖机（班長付用） W1200×D700×H700 4 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 167～170 １階自動車警ら隊執務室

62 片袖机（隊員用） W1000×D700×H700 76 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 171～246 １階自動車警ら隊執務室

63 回転椅子（班長用） W640×D550×H620 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 247～249 １階自動車警ら隊執務室

64 回転椅子（隊員用） W600×D530×H380 80 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 250～329 １階自動車警ら隊執務室

65 キャビネット両開き（大） W880×D380×H1790 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 330～332 １階自動車警ら隊執務室

66 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 4 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 333～336 １階自動車警ら隊執務室

67 横長キャビネット両開き W890×D450×H400 9 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 337～345 １階自動車警ら隊執務室

68 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 7 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 346～352 １階自動車警ら隊執務室

69 黒椅子（班長横） W620×D620×H720 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 353～355 １階自動車警ら隊執務室

70 ファイルキャビネット（４段） W380×D620×H1400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 356 １階自動車警ら隊執務室

71 カラーボックス W890×D450×H400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 357 １階自動車警ら隊執務室

72 木製の台 W890×D400×H400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 358 １階自動車警ら隊執務室

73 冷蔵庫 W480×D500×H1130 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 359～361 １階自動車警ら隊執務室

74 電子レンジ W430×D290×H250 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 362～364 １階自動車警ら隊執務室

75 食器乾燥機 W470×D340×H350 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 365～367 １階自動車警ら隊執務室

76 シルバーラック W900×D460×H950 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 368～370 １階自動車警ら隊執務室

77 食器棚 W580×D350×H1820 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 371～373 １階自動車警ら隊執務室

78 ロッカー（副隊長用） W460×D530×H1790 2 ３階自動車警ら隊更衣室 374～375 １階自動車警ら隊男子更衣室

79 ロッカー3人用（隊本部員） W900×D515×H1790 6 ３階自動車警ら隊更衣室 376～381 １階自動車警ら隊男子更衣室

80 ロッカー大1人用（班長） W460×D530×H1790 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 382～384 １階自動車警ら隊男子更衣室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.３

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

41 キャビネット両開き（3×6） W880×D380×H1790 11 １階交通機動隊庶務係 318～328 １階交通機動隊執務室

42 キャビネット両開き（3×3） W880×D380×H880 3 １階交通機動隊庶務係 329～331 １階交通機動隊執務室

43 シュレッダー W600×D570×H900 1 １階交通機動隊庶務係 332 １階交通機動隊執務室

44 進達用キャビネット W900×D380×H1790 1 １階交通機動隊庶務係 333 １階交通機動隊執務室

45 カウンター W1760×D460×H950 1 １階交通機動隊庶務係 334 １階交通機動隊執務室

46 掃除道具入れロッカー W500×D380×H1800 1 １階交通機動隊庶務係 335 １階交通機動隊執務室

47 机下棚 W400×D300×H600 2 １階交通機動隊庶務係 336～337 １階交通機動隊執務室

48 テレビ 40インチ 1 １階交通機動隊庶務係 338 １階交通機動隊執務室

49 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 3 １階交通機動隊庶務係 339～341 １階交通機動隊執務室

50 110番端末ラック W650×D500×H1600 1 １階当直室 342 １階交通機動隊執務室

51 パーテンション　大 W1850×H1530 1 １階当直室 343 １階交通機動隊執務室

52 パーテンション　小 W1030×H1510 1 １階当直室 344 １階交通機動隊執務室

53 テレビ 32インチ 1 １階当直室 345 １階当直室

54 W1000×D700×H700 3 １階当直室 346～348 １階当直室

55 回転椅子 W600×D530×H380 4 １階当直室 349～352 １階当直室

56 折りたたみベッド W900×D250×H1500 1 １階当直室 353 ２階交通機動隊男子仮眠室

57 拳銃庫（66丁用） W940×D380×H1900 1 １階交通機動隊拳銃庫 354 １階交通機動隊拳銃庫

58 拳銃庫（30丁用） W940×D380×H950 2 １階交通機動隊拳銃庫 355～356 １階交通機動隊拳銃庫

59 実包保管庫 W1000×D470×H1100 1 １階交通機動隊拳銃庫 357 １階交通機動隊拳銃庫

60 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 3 ２階交通機動隊仮眠室 358～360 １階交通機動隊男子更衣室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.４

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

61 折りたたみベッド W900×D250×H1500 2 ２階交通機動隊仮眠室 361～362 １階交通機動隊倉庫

62 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 10 １階女子更衣室 363～372 ６階女子更衣室

63 シルバーラック W900×D460×H950 1 １階女子更衣室 373 ６階交通機動隊女子仮眠室

64 片袖机（地区隊長） W1200×D700×H700 1 ２階交通機動隊訓練指導係 374 １階交通機動隊執務室

65 回転椅子（地区隊長用） W640×D550×H620 1 ２階交通機動隊訓練指導係 375 １階交通機動隊執務室

66 片袖机（補） W1200×D700×H700 2 ２階交通機動隊訓練指導係 376～377 １階交通機動隊執務室

67 W1000×D700×H700 4 ２階交通機動隊訓練指導係 378～381 １階交通機動隊執務室

68 回転椅子 W600×D530×H380 6 ２階交通機動隊訓練指導係 382～387 １階交通機動隊執務室

69 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 11 ２階交通機動隊訓練指導係 388～398 １階交通機動隊執務室

70 キャビネット両開き（3×6） W880×D380×H1790 10 ２階交通機動隊訓練指導係 399～408 １階交通機動隊執務室

71 キャビネット両開き（3×3） W880×D380×H880 7 ２階交通機動隊訓練指導係 409～415 １階交通機動隊執務室

72 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 14 ２階交通機動隊訓練指導係 416～429 １階交通機動隊執務室

73 ロッカー（１人用） W460×D530×H1790 2 ２階交通機動隊訓練指導係 430～431 １階交通機動隊執務室

74 シュレッダー W500×D500×H900 1 ２階交通機動隊訓練指導係 432 １階交通機動隊執務室

75 冷蔵庫 W480×D500×H1130 1 ２階交通機動隊訓練指導係 433 １階交通機動隊執務室

76 進達ボックス W900×D380×H1790 1 ２階交通機動隊訓練指導係 434 １階交通機動隊執務室

77 パーテンション　大 W1850×H1530 1 ２階交通機動隊訓練指導係 435 １階交通機動隊執務室

78 パーテンション　小 W1030×H1510 1 ２階交通機動隊訓練指導係 436 １階交通機動隊執務室

79 片袖机（地区隊長） W1200×D700×H700 1 １階交通機動隊福岡地区隊 437 １階交通機動隊執務室

80 回転椅子（地区隊長用） W640×D550×H620 1 １階交通機動隊福岡地区隊 438 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.５

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

81 片袖机（補） W1200×D700×H700 14 １階交通機動隊福岡地区隊 439～452 １階交通機動隊執務室

82 W1000×D700×H700 36 １階交通機動隊福岡地区隊 453～488 １階交通機動隊執務室

83 回転椅子 W600×D530×H380 53 １階交通機動隊福岡地区隊 489～541 １階交通機動隊執務室

84 キャビネット両開き（3×6） W880×D380×H1790 25 １階交通機動隊福岡地区隊 542～566 １階交通機動隊執務室

85 キャビネット両開き（3×3） W880×D380×H880 13 １階交通機動隊福岡地区隊 567～579 １階交通機動隊執務室

86 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 20 １階交通機動隊福岡地区隊 580～599 １階交通機動隊執務室

87 パーテンション W1850×H1530 4 １階交通機動隊福岡地区隊 600～603 １階交通機動隊執務室

88 テレビ ３７型 1 １階交通機動隊福岡地区隊 604 １階交通機動隊執務室

89 ホワイトボード W1800×D900×H20 4 １階交通機動隊福岡地区隊 605～608 １階交通機動隊執務室

90 レターケース W880×D380×H880 4 １階交通機動隊福岡地区隊 609～612 １階交通機動隊執務室

91 ９人用ロッカー W900×D515×H1790 1 １階交通機動隊福岡地区隊 613 １階交通機動隊執務室

92 白バイ用ヘルメットロッカー W1950×D420×H690 2 １階交通機動隊福岡地区隊 614～615 １階交通機動隊執務室

93 シュレッダー W650×D280×H690 1 １階交通機動隊福岡地区隊 616 １階交通機動隊執務室

94 パソコンラック W600×D650×H1150 2 １階交通機動隊福岡地区隊 617～618 １階交通機動隊執務室

95 冷蔵庫 W480×D500×H1130 3 １階交通機動隊福岡地区隊 619～621 １階交通機動隊執務室

96 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 4 １階交通機動隊福岡地区隊 622～625 １階交通機動隊執務室

97 食器入れ W1700×D400×H1000 1 １階交通機動隊福岡地区隊 626 １階交通機動隊執務室

98 長机 W1800×D450×H700 3 １階交通機動隊福岡地区隊 627～629 １階交通機動隊執務室

99 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 3 １階交通機動隊福岡地区隊 630～632 １階交通機動隊男子更衣室

100 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 8 ２階更衣室 633～640 １階交通機動隊男子更衣室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.６

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

101 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 4 １階更衣室兼倉庫 641～644 １階交通機動隊男子更衣室

102 ロッカー（１人用） W460×D530×H1790 1 １階更衣室兼倉庫 645 １階交通機動隊男子更衣室

103 スチールラック W1800×D460×H2100 2 １階更衣室兼倉庫 646～647 １階交通機動隊執務室

104 片袖机（係長用） W1200×D700×H700 2 １階交通機動隊会計係 648~649 １階交通機動隊執務室

105 片袖机（主査以下用） W1000×D700×H700 1 １階交通機動隊会計係 650 １階交通機動隊執務室

106 回転椅子（係長以下用） W57×D48×H70 3 １階交通機動隊会計係 651~653 １階交通機動隊執務室

107 キャビネット（3×3） W880×D380×H880 2 １階交通機動隊会計係 654~655 １階交通機動隊執務室

108 キャビネット（3×6） W880×D380×H1790 4 １階交通機動隊会計係 656~659 １階交通機動隊執務室

109 ファイリングキャビネット（2段） W388×D620×H700 1 １階交通機動隊会計係 660 １階交通機動隊執務室

110 ファイリングキャビネット（2段、木製天板） W388×D620×H700 4 １階交通機動隊会計係 661~664 １階交通機動隊執務室

111 ファイリングキャビネット（2段細型、木製天板） W280×D700×H700 1 １階交通機動隊会計係 665 １階交通機動隊執務室

112 デスクターナー W500×D310×H600 3 １階交通機動隊会計係 666~668 １階交通機動隊執務室

113 OAラック W700×D700×H1150 1 １階交通機動隊会計係 669 １階別室

114 上置き保管庫（引き違い戸） W880×D380×H400 1 １階交通機動隊会計係 670 １階交通機動隊執務室

115 丸椅子 W300×D300×H420 1 １階交通機動隊会計係 671 １階交通機動隊執務室

116 折り畳みテーブル W180×D450×H700 1 １階交通機動隊会計係 672 １階交通機動隊執務室

117 レターケース W410×D300×H345 1 １階交通機動隊会計係 673 １階交通機動隊執務室

118 キャビネット（3×3深型） W880×D515×H880 1 １階交通機動隊会計係 674 １階交通機動隊執務室

119 棚 W900×D450×H1800 1 １階交通機動隊会計係 675 １階交通機動隊執務室

120 シュレッダー W500×D500×H850 1 １階交通機動隊会計係 676 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.７

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

121 キャビネット（透明引き違い扉） W880×D380×H1060 1 １階交通機動隊会計係 677 １階交通機動隊執務室

122 カウンター W1760×D470×H970 1 １階交通機動隊会計係 678 １階交通機動隊執務室

123 ラック（大）分解・組立式 W3560×D450×H2100 1 １階交通機動隊会計係 679 １階交通機動隊執務室

124 ラック（小）分解・組立式 W900×D450×H2100 1 １階交通機動隊会計係 680 １階交通機動隊執務室

125 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 1 １階交通機動隊会計係 681 １階交通機動隊執務室

126 輪転機 W750×D620×H1060 1 ２階廊下 682 １階交通機動隊執務室

127 靴箱 W1500×D370×H1000 1 １階女子更衣室 683 ６階女子更衣室

128 靴箱 W890×D280×H880 1 １階女子更衣室 684 ６階女子更衣室

129 タオル掛け W750×D170×H760 1 １階女子更衣室 685 ６階女子更衣室

130 キャスター W480×D320×H730 1 １階女子更衣室 686 ６階女子更衣室

131 棚 W600×D390×H910 1 １階女子更衣室 687 ６階女子更衣室

132 ラック（中）分解・組立式 W900×D450×H1800 5 ２階会計係倉庫 688～692 ２階交通機動隊倉庫

133 保存水（箱） W390×D260×H205 50 ２階会計係倉庫 693～742 ６階交通機動隊倉庫

134 非常食（箱） W390×D260×H170 8 ２階会計係倉庫 743～750 ６階交通機動隊倉庫

135 非常食（箱） W320×D480×H120 1 ２階会計係倉庫 751 ６階交通機動隊倉庫

136 非常食（箱） W320×D480×H240 2 ２階会計係倉庫 752～753 ６階交通機動隊倉庫

137 非常食（箱） W370×D360×H390 3 ２階会計係倉庫 754～756 ６階交通機動隊倉庫

138 非常食（箱） W370×D360×H180 1 ２階会計係倉庫 757 ６階交通機動隊倉庫

139 非常食（箱） W420×D300×H200 9 ２階会計係倉庫 758～766 ６階交通機動隊倉庫

140 簀子 W1600×D500×H50 1 ２階会計係倉庫 767 ６階交通機動隊倉庫

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.８

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

141 軍手（箱） W390×D235×H270 2 ２階会計係倉庫 768～769 ６階交通機動隊倉庫

142 軍手（箱） W470×D460×H430 2 ２階会計係倉庫 770～771 ６階交通機動隊倉庫

143 非常用毛布 W700×D530×H30 5 ２階会計係倉庫 772～776 ６階交通機動隊倉庫

144 シーツ（箱） W470×D360×H350 4 ２階会計係倉庫 777～780 ６階交通機動隊倉庫

145 扇風機 2 ２階会計係倉庫 781～782 ６階交通機動隊倉庫

146 消毒用アルコール（箱） W210×D420×H320 1 ２階会計係倉庫 783 ６階交通機動隊倉庫

147 パーテーション W830×H1800 2 ２階会計係倉庫 784～785 １階交通機動隊執務室

148 パーテーション W1030×H1500 1 ２階会計係倉庫 786 １階交通機動隊執務室

149 ダンボール 業者準備 370 １階、２階交通機動隊　各室、倉庫 787～1156 １階、６階交通機動隊　執務室、倉庫

150 洋服掛け W157×D50×H126 3 ２階大会議室倉庫 1157～1159 １階交通機動隊執務室

151 キャビネット W940×D380×H950 2 １階交通機動隊拳銃庫 1160～1161 １階交通機動隊拳銃庫

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　特別遊撃隊No.１

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 両袖机（課長補佐以上用） W1400×D700×H700 1 １階特別遊撃隊執務室 1 １階特別遊撃隊執務室

2 片袖机（係長以下用） W1000×D700×H700 27 １階特別遊撃隊執務室 2~28 １階特別遊撃隊執務室

3 回転椅子（課長補佐以上用） W640×D300×H620 1 １階特別遊撃隊執務室 29 １階特別遊撃隊執務室

4 回転椅子（係長以下用） W600×D530×H380 27 １階特別遊撃隊執務室 30~56 １階特別遊撃隊執務室

5 キャビネット（3×3） W880×D380×H880 20 １階特別遊撃隊執務室 57~76 １階特別遊撃隊執務室

6 キャビネット（3×6） W880×D380×H1790 4 １階特別遊撃隊執務室 77~80 １階特別遊撃隊執務室

7 ファイリングキャビネット（2段） W388×D620×H700 6 １階特別遊撃隊執務室 81~86 １階特別遊撃隊執務室

8 ロッカー（1人用） W455×D515×H1790 3 １階特別遊撃隊執務室 87~89 １階特別遊撃隊執務室

9 ロッカー（3人用） W900×D515×H1790 12 １階特別遊撃隊執務室 90~101 １階特別遊撃隊執務室

10 レターラック W880×D380×H880 1 １階特別遊撃隊執務室 102 １階特別遊撃隊執務室

11 レターラック W350×D390×H400 1 １階特別遊撃隊執務室 103 １階特別遊撃隊執務室

12 パーテーション W932×H1500 4 １階特別遊撃隊執務室 104~107 １階特別遊撃隊執務室

13 応接ソファー（2人掛け） W155×D900×H880 1 １階特別遊撃隊執務室 108 １階特別遊撃隊執務室

14 応接ソファー（1人掛け） W760×D680×H690 4 １階特別遊撃隊執務室 109~112 １階特別遊撃隊執務室

15 応接ソファー（３人掛け） W2000×D890×H715 1 １階特別遊撃隊執務室 113 １階特別遊撃隊執務室

16 応接机 W900×D500×H450 1 １階特別遊撃隊執務室 114 １階特別遊撃隊執務室

17 応接机（木製） W1200×D750×H330 1 １階特別遊撃隊執務室 115 １階特別遊撃隊執務室

18 ソファー（一人掛け） W630×D600×H700 3 １階特別遊撃隊執務室 116~118 １階特別遊撃隊執務室

19 ラック（金属製） W550×D650×H70 2 １階特別遊撃隊執務室 119~120 １階特別遊撃隊執務室

20 書類裁断機（シュレッダー） W500×D500×H900 1 １階特別遊撃隊執務室 121 １階特別遊撃隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　特別遊撃隊No.２

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 ロッカー（３×４） W900×D1800×H515 3 １階特別遊撃隊執務室 122~124 １階特別遊撃隊執務室

22 ロッカー（３×３） W900×D1800×H515 1 １階特別遊撃隊執務室 125 １階特別遊撃隊執務室

23 パソコンラック W650×D600×H1200 2 １階特別遊撃隊執務室 126~127 １階特別遊撃隊執務室

24 110番端末 W550×D600×H800 1 １階特別遊撃隊執務室 128 １階特別遊撃隊執務室

25 プリンター W500×D400×H350 2 １階特別遊撃隊執務室 129~130 １階特別遊撃隊執務室

26 テレビ用ラック W670×D670×H700 1 １階特別遊撃隊執務室 131 １階特別遊撃隊執務室

27 テレビ W850×D500×H200 1 １階特別遊撃隊執務室 132 １階特別遊撃隊執務室

28 長机 W180×D50×H700 2 １階特別遊撃隊執務室 133~134 １階特別遊撃隊執務室

29 ホワイトボード W1300×D560×H1800 1 １階特別遊撃隊執務室 135 １階特別遊撃隊執務室

30 ダンボール 業者準備 70 １階特別遊撃隊執務室 136~205 １階特別遊撃隊執務室

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.５

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

81 ロッカー3人用（警ら係） W900×D515×H1790 23 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 385～407 １階自動車警ら隊男子更衣室

82 ロッカー3人用（庶務管理） W900×D515×H1790 6 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 408～413 １階自動車警ら隊男子更衣室

83 ロッカー3人用（共用） W900×D515×H1790 2 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 414～415 １階自動車警ら隊男子更衣室

84 横長キャビネット（ロッカー上） W890×D450×H400 32 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 416～447 １階自動車警ら隊男子更衣室

85 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P2011P） 1 ３階自動車警ら隊隊長室 448 １階自動車警ら隊執務室

86 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P2010P） 1 ３階自動車警ら隊隊本部 449 １階自動車警ら隊執務室

87 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2001P0021P） 1 ３階自動車警ら隊隊本部 450 １階自動車警ら隊執務室

88 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P1138P） 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 451 １階自動車警ら隊執務室

89 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P1139P） 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 452 １階自動車警ら隊執務室

90 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P1140P） 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 453 １階自動車警ら隊執務室

91 ブラザープリンター W570×D520×H300（カラー印刷用） 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 454 １階自動車警ら隊執務室

92 テレビ 55インチ 1 ３階自動車警ら隊隊長室 455 １階自動車警ら隊執務室

93 テレビ 40インチ　シャープ　アクオス 1 ３階自動車警ら隊隊本部 456 １階自動車警ら隊執務室

94 テレビ 37インチ　東芝 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 457 １階自動車警ら隊執務室

95 テレビ 32インチ　三菱　 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 458 １階自動車警ら隊執務室

96 シュレッダー（大） W500×D500×H900（210006620） 1 ３階自動車警ら隊隊本部 459 １階自動車警ら隊執務室

98 リンテン機 W630×D630×H1050 1 ３階自動車警ら隊隊本部前廊下 460 １階自動車警ら隊執務室

99 テレビスタンド台 55インチ用 1 ３階自動車警ら隊隊長室 461 １階自動車警ら隊執務室

99 110番端末セット W650×D500×H1600 1 ３階自動車警ら隊隊本部 462 １階自動車警ら隊執務室

100 照会用デスク W700×D500×H1500 2 ３階自動車警ら隊隊本部 463～464 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.６

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

101 拳銃庫（１・２号庫） W880×D380×H1790 2 １階交通機動隊拳銃庫 465～466 １階交通機動隊拳銃庫

102 拳銃庫（3号庫） W350×D380×H950 1 １階交通機動隊拳銃庫 467 １階交通機動隊拳銃庫

103 弾薬庫（横長キャビ） W890×D450×H400 1 １階交通機動隊拳銃庫 468 １階交通機動隊拳銃庫

104 折りたたみベッド W900×D250×H1500 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 469 １階自動車警ら隊執務室

105 引扉キャビネット W1760×D460×H960 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 470～471 １階自動車警ら隊執務室

106 ラック大 W1700×D430×H2100 4 ３階自動車警ら隊元会計部屋、３階倉庫 472～475 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

107 ラック中 W900×D430×H2100 6 ３階自動車警ら隊元会計部屋、３階倉庫 476～481 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

108 両開きキャビネット W880×D380×H1790 1 ３階自動車警ら隊倉庫２　 482 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

109 脚立 W700×D150×H1800 1 ３階自動車警ら隊倉庫１ 483 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

110 ホワイトボード（キャスター付） W1900×D600×H1800 1 ３階自動車警ら隊倉庫１ 484 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

111 青色コンテナボックス W650×D450×H350 10 ３階自動車警ら隊倉庫１、２ 485～494 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

112 鉄製ラック（大） W1800×D450×H1800 4 １階自動車警ら隊倉庫　 495～498 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

113 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 1 １階自動車警ら隊倉庫　 499 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

114 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 1 １階自動車警ら隊倉庫　 500 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

115 長机 W450×D1800×H700 2 １階自動車警ら隊倉庫　 501～502 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

116 クーラーボックス（大） W940×D450×H460 2 １階自動車警ら隊倉庫　 503～504 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

117 クーラーボックス（小） W630×D330×H400 2 １階自動車警ら隊倉庫　 505～506 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

118 コンテナ W630×D330×H400 3 １階自動車警ら隊倉庫　 507～509 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

119 段ボール W200×D300×H300 22 １階自動車警ら隊倉庫　 510～531 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

120 ダンボール 業者準備 320 ３階自動車警ら隊各執務室 532～851 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 両袖机（所属長用） W1600×D700×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 1～2 ２階機動捜査隊執務室

2 両袖机（課長補佐以上 ） W1400×D700×H700 3 ２階機動捜査隊執務室 3～5 ２階機動捜査隊執務室

3 片袖机（係長用） W1200×D700×H700 18 ２階機動捜査隊執務室 6～23 ２階機動捜査隊執務室

4 片袖机（係員用） W1000×D700×H700 12 ２階機動捜査隊執務室 24～35 ２階機動捜査隊執務室

5 袖机（隊長用）　 W400×D700×H700 1 ２階機動捜査隊執務室 36 ２階機動捜査隊執務室

6 デスクマット（所属長用） W1595×D695 2 ２階機動捜査隊執務室 37～38 ２階機動捜査隊執務室

7 デスクマット（課長補佐以上用） W1395×D695 3 ２階機動捜査隊執務室 39～41 ２階機動捜査隊執務室

8 デスクマット（係長用） W1195×D695 18 ２階機動捜査隊執務室 42～59 ２階機動捜査隊執務室

9 デスクマット（係員用） W995×D695 12 ２階機動捜査隊執務室 60～71 ２階機動捜査隊執務室

10 回転椅子（所属長用） W600×D700×H1050 2 ２階機動捜査隊執務室 72～73 ２階機動捜査隊執務室

11 回転椅子（課長補佐以上用） W660×D690×H980 3 ２階機動捜査隊執務室 74～76 ２階機動捜査隊執務室

12 回転椅子（係長用） W600×D530×H380 16 ２階機動捜査隊執務室 77～92 ２階機動捜査隊執務室

13 回転椅子（係員用） W600×D530×H380 14 ２階機動捜査隊執務室 93～106 ２階機動捜査隊執務室

14 デスク用補助棚 W415×D530×H380 35 ２階機動捜査隊執務室 107～141 ２階機動捜査隊執務室

15 ロッカー（1人用） W455×D515×H1790 5 ２階機動捜査隊執務室 142～146 ２階機動捜査隊執務室

16 キャビネット（3×3） W880×D380×H880 9 ２階機動捜査隊執務室 147～155 ２階機動捜査隊執務室

17 キャビネット（3×6） W880×D380×H1790 9 ２階機動捜査隊執務室 156～164 ２階機動捜査隊執務室

18 ファイリングキャビネット（2段） W388×D620×H700 16 ２階機動捜査隊執務室 165～180 ２階機動捜査隊執務室

19 保管庫（引き違いタイプ）大 W1760×D400×H940 2 ２階機動捜査隊執務室 181～182 ２階機動捜査隊執務室

20 保管庫（ガラス引き違い戸タイプ）大 W1760×D400×H880 2 ２階機動捜査隊執務室 183～184 ２階機動捜査隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表

○　機動捜査隊No.１



品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 キャビネット（５段扉なし） W880×D400×H1850 1 ２階機動捜査隊執務室 185 ２階機動捜査隊執務室

22 キャビネット（2段扉なし） W900×D400×H720 1 ２階機動捜査隊執務室 186 ２階機動捜査隊執務室

23 書類整理庫（レターケース）　A３ W480×D350×H360 2 ２階機動捜査隊執務室 187～188 ２階機動捜査隊執務室

24 書類整理庫（レターケース）　A４ W260×D330×H350 1 ２階機動捜査隊執務室 189 ２階機動捜査隊執務室

25 書類整理庫（レターケース）　A４　3連 W800×D340×H280 1 ２階機動捜査隊執務室 190 ２階機動捜査隊執務室

26 応接セット（隊長室）　３人掛け椅子 W2080×D880×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 191～192 ２階機動捜査隊執務室

27 応接セット（隊長室）　1人掛け椅子 W760×D640×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 193～194 ２階機動捜査隊執務室

28 応接セット（隊長室）テーブル（長） W1200×D600×H450 1 ２階機動捜査隊執務室 195 ２階機動捜査隊執務室

29 応接セット（隊長室）テーブル（短） W600×D600×H450 2 ２階機動捜査隊執務室 196～197 ２階機動捜査隊執務室

30 応接セット（隊長室）　袖机 W900×D500×H450 1 ２階機動捜査隊執務室 198 ２階機動捜査隊執務室

31 応接セット　1人掛け　（副隊長横） W630×D780×H740 2 ２階機動捜査隊執務室 199～200 ２階機動捜査隊執務室

32 書類裁断機（シュレッダー） W500×D500×H900 2 ２階機動捜査隊執務室 201～202 ２階機動捜査隊執務室

33 県コミ端末用椅子 W660×D690×H980 1 ２階機動捜査隊執務室 203 ２階機動捜査隊執務室

34 ホワイトボード（隊長室） W1200×D900 1 ２階機動捜査隊執務室 204 ２階機動捜査隊執務室

35 ホワイトボード（庶務） W1200×D20×H900 1 ２階機動捜査隊執務室 205 ２階機動捜査隊執務室

36 ホワイトボード（福岡班） W1900×D550×H1880 1 ２階機動捜査隊執務室 206 ２階機動捜査隊執務室

37 ホワイトボード（真ん中入り口前） W1860×D630×H1850 1 ２階機動捜査隊執務室 207 ２階機動捜査隊執務室

38 仮眠ベッド W950×D100×H250 3 ２階機動捜査隊執務室 208～210 ２階機動捜査隊執務室

39 拳銃庫 W880×D380×H1790 1 １階交通機動隊拳銃庫 211 １階交通機動隊拳銃庫

40 長机（長） W1200×D460×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 212～213 ２階機動捜査隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表

○　機動捜査隊No.２



品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

41 本棚（書庫） W870×D390×H1810 1 ２階機動捜査隊執務室 214 ２階機動捜査隊執務室

42 傘立て（廊下）（長） W840×D280×H500 1 ２階機動捜査隊執務室 215 ２階機動捜査隊執務室

43 傘立て（廊下）（短） W400×D250×H550 2 ２階機動捜査隊執務室 216～217 ２階機動捜査隊執務室

44 冷蔵庫 W60×D63×H178 1 ２階機動捜査隊執務室 218 ２階機動捜査隊執務室

45 冷蔵庫 W50×D55×H120 2 ２階機動捜査隊執務室 219～220 ２階機動捜査隊執務室

46 冷凍庫 W50×D57×H118 1 ２階機動捜査隊執務室 221 ２階機動捜査隊執務室

47 食器棚 W120×D45×H192 1 ２階機動捜査隊執務室 222 ２階機動捜査隊執務室

48 食器棚 W80×D45×H189 1 ２階機動捜査隊執務室 223 ２階機動捜査隊執務室

49 プリンター W50×D40×H35 4 ２階機動捜査隊執務室 224～227 ２階機動捜査隊執務室

50 カラープリンター W58×D50×H31 1 ２階機動捜査隊執務室 228 ２階機動捜査隊執務室

51 カラープリンター W47×D35×H17 2 ２階機動捜査隊執務室 229～230 ２階機動捜査隊執務室

52 食器乾燥機 W47×D35×H30 2 ２階機動捜査隊執務室 231～232 ２階機動捜査隊執務室

53 レンジ W49×D35×H38 3 ２階機動捜査隊執務室 233～235 ２階機動捜査隊執務室

54 トースター W33×D30×H22 3 ２階機動捜査隊執務室 236～238 ２階機動捜査隊執務室

55 ポット W23×D30×H32 2 ２階機動捜査隊執務室 239～240 ２階機動捜査隊執務室

56 110番端末/ラック W65×D41×H135 1 ２階機動捜査隊執務室 241 ２階機動捜査隊執務室

57 ガリバー端末/机 W70×D75×H140 1 ２階機動捜査隊執務室 242 ２階機動捜査隊執務室

58 警コミパソコン W37×D25×H3 14 ２階機動捜査隊執務室 243～256 ２階機動捜査隊執務室

59 県パソコン W37×D25×H3 1 ２階機動捜査隊執務室 257 ２階機動捜査隊執務室

60 空気清浄機 W40×D28×H60 1 ２階機動捜査隊執務室 258 ２階機動捜査隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表

○　機動捜査隊No.３



品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

61 テレビ W100×D30×H75 3 ２階機動捜査隊執務室 259～261 ２階機動捜査隊執務室

62 丸椅子 W32×D32×H45 6 ２階機動捜査隊執務室 262～267 ２階機動捜査隊執務室

63 シュレッダー W65×D30×H70 1 ２階機動捜査隊執務室 268 ２階機動捜査隊執務室

64 段ボール（事務用品入り） 業者準備 210 ２階機動捜査隊執務室 269～478 ２階機動捜査隊執務室

65 ロッカー（3人用） W900×D515×H1790 14 ２階機動捜査隊執務室 479～492 ２階機動捜査隊男子更衣室

66 ロッカー（3人用） W900×D515×H1791 1 ２階機動捜査隊執務室 493 保管倉庫北側車庫

67 両開きキャビネ（1段） W900×D520×H400 8 ２階機動捜査隊執務室 494～501 ２階機動捜査隊男子更衣室

68 書架（トイレ横倉庫・自ら隊車庫背面） W900×D480×H2166 7 ２階機動捜査隊執務室 502～508 １階機動捜査隊倉庫

69 ソファー（廊下） W1500×D460×H390 2 ２階機動捜査隊執務室 509～510 ２階機動捜査隊男子更衣室

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表

○　機動捜査隊No.４



○　交通機動隊No.１

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 掃除道具入れロッカー W500×D380×H1800 1 ２階武道場 1 ３階武道場

2 太鼓 W450×D500×H120 1 ２階武道場 2 ３階武道場

3 トレーニング道具 4 ２階武道場 ３～６ ３階武道場

4 洗濯機 W500×D500×H900 2 ２階武道場 ７～８ ３階武道場

5 長机 W180×D10×H100 45 ２階大会議室 9～53 ２階大会議室

6 会議室椅子 W40×D50×H80 190 ２階大会議室 54～243 ２階大会議室

7 テレビ（設置棚を含む） W100×D80×H180 1 ２階大会議室 244 ２階会議室倉庫

8 隊長用椅子 W680×D660×H1200 1 １階交通機動隊隊長室 245 １階交通機動隊執務室

9 隊長用ロッカー W580×D520×H1770 2 １階交通機動隊隊長室 246～247 １階交通機動隊執務室

10 副隊長横引出し W380×D620×H700 1 １階交通機動隊隊長室 248 １階交通機動隊執務室

11 書庫 W880×D520×H1800 1 １階交通機動隊隊長室 249 １階交通機動隊執務室

12 パーテーション W1040×D30×H1500 1 １階交通機動隊隊長室 250 １階交通機動隊執務室

13 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 2 １階交通機動隊隊長室 251～252 １階交通機動隊執務室

14 ホワイトボード W1200×D30×H900 2 １階交通機動隊隊長室 253～254 １階交通機動隊執務室

15 隊長室ソファー（３人用） W1780×D750×H750 2 １階交通機動隊隊長室 255～256 １階交通機動隊執務室

16 隊長室ソファー（１人用） W750×D750×H750 1 １階交通機動隊隊長室 257 １階交通機動隊執務室

17 隊長室テーブル（小） W600×D450×H450 1 １階交通機動隊隊長室 258 １階交通機動隊執務室

18 隊長室テーブル（大） W1200×D600×H500 1 １階交通機動隊隊長室 259 １階交通機動隊執務室

19 副隊長机 W1600×D800×H700 1 １階交通機動隊庶務係 260 １階交通機動隊執務室

20 副隊長横引出し W380×D620×H700 1 １階交通機動隊庶務係 261 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.２

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 隊長用ロッカー W460×D530×H1790 1 １階交通機動隊庶務係 262 １階交通機動隊執務室

22 回転椅子（副隊長用） W640×D550×H1000 1 １階交通機動隊庶務係 263 １階交通機動隊執務室

23 ２段引出しキャビネット W400×D700×H600 3 １階交通機動隊庶務係 264～266 １階交通機動隊執務室

24 副隊長ソファー（３人用） W1780×D700×H800 1 １階交通機動隊庶務係 267 １階交通機動隊執務室

25 副隊長ソファー（１人用） W750×D750×H800 2 １階交通機動隊庶務係 268～269 １階交通機動隊執務室

26 副隊長テーブル W1200×D600×H450 1 １階交通機動隊庶務係 270 １階交通機動隊執務室

27 ロッカー3人用 W900×D515×H1790 1 １階仮眠室 271 １階交通機動隊執務室

28 ロッカー1人用 W460×D530×H1790 1 １階仮眠室 272 １階交通機動隊執務室

29 ロッカー3人用 W460×D530×H1790 1 １階交通機動隊庶務係 273 １階交通機動隊執務室

30 冷蔵庫 W480×D500×H1130 1 １階交通機動隊庶務係 274 １階交通機動隊執務室

31 電子レンジ W430×D290×H250 1 １階交通機動隊庶務係 275 １階交通機動隊執務室

32 食器乾燥機 W470×D340×H350 1 １階交通機動隊庶務係 276 １階交通機動隊執務室

33 照会用端末ラック W700×D500×H1500 1 １階交通機動隊庶務係 277 １階交通機動隊執務室

34 ホワイトボード大（だより） W1800×D30×H900 1 １階交通機動隊庶務係 278 １階交通機動隊執務室

35 ホワイトボード中（行事） W1200×D30×H900 1 １階交通機動隊庶務係 279 １階交通機動隊執務室

36 進達用キャビネット W650×D500×H1600 1 １階交通機動隊庶務係 280 １階交通機動隊執務室

37 片袖机（補） W1200×D700×H700 2 １階交通機動隊庶務係 281～282 １階交通機動隊執務室

38 W1000×D700×H700 4 １階交通機動隊庶務係 283～286 １階交通機動隊執務室

39 回転椅子 W600×D530×H380 7 １階交通機動隊庶務係 287～293 １階交通機動隊執務室

40 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 24 １階交通機動隊庶務係 294～317 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表
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質 問 受 付 実 施 要 領  

 

１ 入札説明書等に対する質問受付 

    質問は、次の方法で行うこと。 

 (1)  受付期間及び提出先 

令和７年12月10日（水曜日）から令和７年12月16日（火曜日）まで 

福岡県警察本部総務部会計課 ＦＡＸ ０９２－６２２－６２０５ 

              メール kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp 

                  

 (2)  提出方法 

      質問は、「質問書」（別添）に必要事項を記載して、ＦＡＸ又はメールで提出すること。 

     提出する際は、上記１(1)の期間内の平日の午前９時00分から午後５時45分までの時間

内に下記の電話番号、担当者あてに電話連絡した上で、送信すること。 

    電話番号：０９２－６４１－４１４１（内線：2243） 

担当：高野 

 

２ 質問に対する回答 

質問に対する回答（質問内容を含む。）は、令和７年12月19日（金曜日）までに県警ホ

ームページに掲載する。    

 

３ 留意事項 

  １に定める方法以外での質問は一切受け付けない。 



福　 岡　 県　 知　 事　  殿

（警察本部会計課出納係）

　

（福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託）

： （ ） －

： （ ） －

※ 1 ＦＡＸ送信先　福岡県警察本部総務部会計課 092-622-6205
メールアドレス　kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp

2 事前に出納係（高野）092-641-4141(内線2243)に電話連絡の上ＦＡＸまたはメールをすること。
3 質問事項ごと番号を付すものとし、用紙に収まらない場合は、Ａ４版の別紙を使用すること。

連 絡 先

担当者

番　 号

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

別添

質　　　　問　　　　事　　　　項

担 当 部 署

担 当 者 名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

質　　　　問　　　　書

住 所

法 人 名

代 表 者 氏 名



(表)

規　格 数　量 摘　要

住　所

氏　名

  す。

　　４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。
６　私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、
　契約を解除するか否かを問わず、契約金額の１００分の２０に相当する金額を賠償
　金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後
　も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで
　はありません。
７　私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、
　福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。

 (3)　私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法（明治４０年法律第

　て遅延日数に応じ１年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入しま

５　私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除
　されても異議ありません。この場合において、解除により私に損害があっても、福
　岡県にその損害の賠償を求めません。
 (1)　公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭
　　和２２年法律第５４号）第３条の規定に違反する行為（私を構成事業者とする事
　　業者団体の同法第８条第１号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違
　　反」という。）があったとして同法第４９条に規定する排除措置命令を行い、か
　　つ、当該排除措置命令が確定したとき。
 (2)　公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第６２条第１項に
　　規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。

合　　　　計

４　私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし

上記のとおり入札（見積）いたします。

　福岡県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　年　　月　　日

１　契約内容　上記のとおり
２　契約金額　￥
　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　）
３　私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の１００分の
　１０の金額を納入します。
　　なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。

品　　　　名 単　　価 金　　額

福岡県警察本部地域部自動
車警ら隊外移転業務委託 仕様書のとおり 一式

入　札　書（見積書）（請書）

　　　　￥

履行期限 令和8年3月31日 履行場所 指定場所



(裏)

契約者住所

　 氏　　　名 印

備考

　　を加算した金額（１円未満切捨て）を記入すること。
　３　取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額
　　は、契約金額に110分の10を乗じて得た額（１円未満切捨て）を内数で記入すること。
　４　軽減税率対象品目については、備考１中「110分の100」とあるのは、「108分の100」
　　と、備考２中「10％」とあるのは「8％」と、備考３中「110分の10」とあるのは「10
　　8分の8」と読み替えるものとする。
　５　遅滞損害金に係る「未納部分の代金の　パーセント」には、政府契約の支払遅延防止
　　等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す
　　る率を記入すること。

　２　契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に当該金額の10％に相当する金額

　求められたときは、速やかに提出します。

　福岡県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　１　入札（見積）金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。

９　前項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を

 (5)　自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える
　　目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
 (6)　暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

 (7)　役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の
　　利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく
　　は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若
　　しくは便宜を供与したとき。
 (8)　役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会
　　的に非難される関係を有しているとき（暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等
　　を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に
　　出席すること等）。

　　実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。）。

 (4)　第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契
　　約（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契

　て福岡県に契約金額の１００分の１０の金額を納入します。
 (1)　計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以
　　下「暴力的組織」という。）であるとき。
 (2)　役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の
　　役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。　以下同

　　約等を締結したとき（事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事

　により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし

８　私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった
　ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除

　　じ。）が、暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員
　　等」という。）となっているとき。
 (3)　構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。

収 入

印 紙

割印



【記載例】　(表)

規　格 数　量 摘　要

住　所 　福岡市博多区○○○丁目○－○
　株式会社○○○○○

氏　名 　　○○○○

　　規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
 (3)　私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法（明治４０年法律第
　　４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。
６　私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、
　契約を解除するか否かを問わず、契約金額の１００分の２０に相当する金額を賠償
　金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後
　も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで
　はありません。
７　私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、
　福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。

 (2)　公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第６２条第１項に

４　私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし
　て遅延日数に応じ１年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入しま
　す。
５　私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除
　されても異議ありません。この場合において、解除により私に損害があっても、福
　岡県にその損害の賠償を求めません。
 (1)　公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭
　　和２２年法律第５４号）第３条の規定に違反する行為（私を構成事業者とする事
　　業団体の同法第８条第１号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」
　　という。）があったとして同法第４９条に規定する排除措置命令を行い、かつ、
　　当該排除措置命令が確定したとき。

　　なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。

上記のとおり入札（見積）いたします。

　福岡県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

１　契約内容　上記のとおり
２　契約金額　￥
　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　　　　）
３　私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の１００分の
　１０の金額を納入します。

合　　　　計 〇〇〇〇〇

品　　　　名 単　　価 金　　額

福岡県警察本部地域部自動
車警ら隊外移転業務委託 仕様書のとおり 一式

一式の委託料
（税抜金額）

入　札　書（見積書）（請書）

　　　　￥　　　　〇〇〇〇〇

履行期限 令和8年3月31日 履行場所 指定場所

以下、網掛け部分には何も記載しないでください。

実際に入札書を提出する日を記載してください。

3ヵ所同じ金額

代表取締役 ○○ ○○
又は

代表取締役 ○○ ○○
代理人 ○○ ○○（※委任状が必要）



【記載例】　
(裏)

　 契約者住所

　 氏　　　名 印

備考

　　を加算した金額（１円未満切捨て）を記入すること。
　３　取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金
　　額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額（１円未満切捨て）を内数で記入すること。
　４　軽減税率対象品目については、備考１中「110分の100」とあるのは、「108分の100」
　　と、備考２中「10％」とあるのは「8％」と、備考３中「110分の10」とあるのは「10
　　8分の8」と読み替えるものとする。
　５　遅滞損害金に係る「未納部分の代金の　パーセント」には、政府契約の支払遅延防止
　　等に関する法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す
　　る率を記入すること。

　１　入札（見積）金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
　２　契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に当該金額の10％に相当する金額

　　出席すること等）。
９　前項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を
　求められたときは、速やかに提出します。

　福岡県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に

　　約等を締結したとき（事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事
　　実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。）。
 (5)　自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える
　　目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
 (6)　暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

 (7)　役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の
　　利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく
　　は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若
　　しくは便宜を供与したとき。
 (8)　役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会
　　的に非難される関係を有しているとき（暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等

　　約（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契

　ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除
　により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし
　て福岡県に契約金額の１００分の１０の金額を納入します。
 (1)　計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以
　　下「暴力的組織」という。）であるとき。
 (2)　役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の
　　役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。　以下同
　　じ。）が、暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員
　　等」という。）となっているとき。
 (3)　構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
 (4)　第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契

８　私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった



下記の者を代理人（入札担当者）と定め、次の事項を委任します。

（委任事項）

（委任期間）

　　令和　　　年　　　月　　　日～令和　　　年　　　月　　　日

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託契約の見積及び入札に関する一切
の件

委　　任　　状

令和　　　年　　　月　　　日　

福岡県知事　殿

記

代理人（入札担当者）氏名　　

　　　　　　　　　　　　　　　　                       　　氏　　名　　　　                               　　　　　　

　会社名　　　

　住　　所　　　

（委任者）　　



名簿登載者から入札担当者への委任状（様式例）

下記の者を代理人（入札担当者）と定め、次の事項を委任します。

（委任事項）

（委任期間）

　　令和　　　年　　　月　　　日～令和　　　年　　　月　　　日

１　資格者名簿に登録されている代表者（本社で登録されている場合は代表取締

　役、支店等で登録されている場合は支店長等）が、入札を代理人（入札担当者）

　に行わせるときに提出する書類です。入札書と一緒に提出してください。

２　委任者の欄には資格者名簿に登録されている代表者名を記名してください。

３　代理人（入札担当者）氏名を記名してください。

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託契約の見積及び入札に関する一
切の件

委　　任　　状

令和▲▲年▲▲月▲▲日　

福岡県知事　殿

（委任者）　　

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　氏   名　　　　　　　　　　　　　　　　

代理人（入札担当者）氏名　　

　住   所　　　

　会社名　　　

記

福岡市博多区○○一丁目－１－１

株式会社□□□□

代表取締役 △△ △△

●● ●●

提出日を記載

入札書提出日～開札日を記載



                                           

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託契約書（案） 

 

 福岡県（以下「委託者」という。）と           （以下「受託者」という。）と

は、業務の委託について次のとおり契約を締結する。 

 （目的） 

第１条 委託者は、次に掲げる業務（以下「業務」という。）を受託者に委託し、受託者は、こ

れを受託する。 

 ・ 福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務 

 （委託期間） 

第２条 業務の委託期間は、契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

 （委託料） 

第３条 業務の委託料（以下「委託料」という。）は、           円（うち、取引

に係る消費税及び地方消費税の額        円）とする。 

 （契約保証金） 

第４条 この契約に伴う受託者の契約保証金は、福岡県財務規則第170条により減免できるほかこ

れを徴する。 

 （業務の処理方法） 

第５条 受託者は、業務を委託者が別に定める仕様書（別添）及び委託者の指示に従って処理し

なければならない。 

 （再委託の禁止） 

第６条 受託者は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面に

よる承認を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。 

 （権利義務の譲渡等） 

第７条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ、中小企業等が債権のうち売掛債権を本邦内に本店又は支店を有

する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する等特段の理由がある場合について書面による委

託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したとき

は、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承

諾をしなければならない。 

３ 受託者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡に

より得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する

書類を委託者に提出しなければならない。 

 （実地調査等） 

第８条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の実施状況、その他必要な事項について報



告を求め、又は実地に調査することができる。 

 （報告書の提出） 

第９条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに業務の成果に関する報告書（以下「報告書」

という。）を委託者に提出しなければならない。 

２ 委託者は、報告書を受理したときは、定められた期日までに当該業務の成果について検査を

行う。 

３ 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指定する期間内にその指示

に従い、これを補正しなければならない。この場合において、前条及び前項の規定を準用する。 

４ 第２項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項の補正に要する費用は受

託者の負担とする。 

 （委託料の請求及び支払） 

第10条 受託者は、委託者から前条第２項（同条第３項後段において準用する場合を含む。）の

規定により合格した旨の通知があったときは、適法な請求書により委託料の支払を委託者に請

求する。 

２ 委託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければなら

ない。 

（契約不適合責任） 

第11条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）

であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。

ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求すること

ができない。 

２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者

が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求すること

ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託

料の減額を請求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその

時期を経過したとき。 

 (4) 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求

することができる。 



５ 委託者は、履行完了時から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、

損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 

（仕様変更） 

第12条 委託者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるとき

その他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者と協議

の上、仕様書を変更することができる。 

２ 前項の場合において、委託料の変更額は、委託者と受託者が協議して定める。 

 （委託者の催告による解除権） 

第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微

であるときは、この限りでない。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委

託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

 (2) 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了す

る見込みがないと認められるとき。 

 (3) 正当な理由なく、第 11条第１項の履行の追完がなされないとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない解除権) 

第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の

賠償の責めを負わないものとする。 

 (1) 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたと

き。 

 (2) 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申

立てたとき。 

 (3) 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。 

 (4) 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 

 (5) 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。 

２ 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責め

を負わないものとする。 

 (1) 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込

みが明らかにないとき。 

 (2) 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。 

 (3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 



 (4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶

する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達するこ

とができないとき。 

 (5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経

過したとき。 

 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 (7) 第 19 条又は第 20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 (8) 第７条第１項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 

 (9) 第７条第３項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したと

き。 

 (10) 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。 

３ 委託者は、この契約に関して受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解

除することができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその

損害の賠償の責めを負わない。 

 (1) 公正取引委員会が、受託者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年

法律第 54 号)第３条の規定に違反する行為（受託者を構成事業者とする事業者団体の同法第

８条第１号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。）があったものと

して同法第 49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。 

 (2) 公正取引委員会が、受託者に独占禁止法違反があったとして同法第 62 条第１項に規定す

る課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。 

 (3) 受託者又は受託者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第 45

号)第 96 条の６又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。 

 （違約金） 

第15条 前二条の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委

託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。この場合において、第４

条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者

は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対

する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 

２ 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、第１項に該当する場合とみなす。 

 (1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75

号)の規定により選任された破産管財人 

 (2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第

154 号)の規定により選任された管財人 



 (3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第

225 号)の規定により選任された再生債務者等 

 （損害賠償） 

第16条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

２ 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を補償しなければな

らない。 

３ 第１項の場合において、受託者は、第 14 条第３項の規定により委託者が契約を解除すること

ができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、委託料の 100 分の 20 に相当する金

額を賠償金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。契約の履行が

完了した後も同様とする。ただし、委託者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

４ 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、委

託者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 

 （暴力団排除） 

第17条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者（受託者が共同企業体であるときは、

その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると

きは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害

があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 (1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴力的

組織」という。）であるとき。 

 (2) 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当

該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）が、暴力的組織の

構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）となっているとき。 

 (3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 

 (4) 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約（一次及

び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 

 (5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

 (6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る

目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用した

とき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 

 (8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難さ

れる関係を有しているとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相



当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が

行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することがで

き、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 

４ 第２項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。 

(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 

第18条 第13条、第14条及び前条の各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、委託者は、第13条、第14条及び前条の規定による契約の解除をすることができ

ない。 

（受託者の催告による解除権） 

第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を

経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

は、この限りでない。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、

委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 

（受託者の催告によらない解除権） 

第20条 受託者は、第12条の規定による仕様変更により委託料の年額が３分の２以上減少すると

きは、直ちにこの契約を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、

委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第21条 第19条第１項又は前条第１項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるもので

あるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 

  （秘密の保持） 

第22条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 （費用の負担） 

第23条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。 

（遅滞損害金） 

第24条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは、受託者は遅延日

数に応じ、委託料に契約締結時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第2

56号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率に準じた率を乗じた額を遅滞損害金

として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない 

なお、年の日数は閏年の日を含む期間については、365日で換算する。 

２ 前項の規定により計算した遅滞損害金の額が100円未満であるときは、遅滞損害金を支払うこ

とを要しないものとする。 



（紛争の解決） 

第25条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停

に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。 

 （補則） 

第26条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、福岡県財務規則（昭

和39年福岡県規則第23号）及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256

号）の定めるところによる。 

 （協議） 

第27条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事

項について疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議の上定める。 

 

 

 この契約の証として、本書２通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

 令和  年  月  日 

          委託者 福岡県 

              代表者  福岡県知事  服部 誠太郎 

 

          受託者 



                                      別添 

 

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託仕様書 

 

１ 目的及び概要 

  本移転業務仕様書は、篠栗合同庁舎（以下「新庁舎」という。）への移転に伴う備品等 

 その他の物品（以下「移転物件」という。）の運搬及びそれに付帯する作業に関する仕様

書であり、警察業務の中断の期間を最短にし、移転業務を円滑に実施することを目的と

する。 

２ 搬出入場所 

(1)  搬出場所 

福岡県警察地域部自動車警ら隊 庁舎１階、３階（エレベーター無） 

福岡県警察刑事部機動捜査隊  庁舎１階、２階（エレベーター無） 

福岡県警察交通機動隊  庁舎１階～２階（エレベーター無） 

福岡市警察部特別遊撃隊 庁舎１階 

糟屋郡篠栗町田中３－４－１ 

詳細の搬出場所については、別紙１「交通機動隊庁舎平面図」のとおり。 

(2)  搬入場所 

福岡県篠栗合同庁舎  

福岡県警察地域部自動車警ら隊 庁舎１階、６階（エレベーター有） 

福岡県警察刑事部機動捜査隊  庁舎１階、２階（エレベーター有） 

               保管倉庫北側車庫 

福岡県警察交通機動隊  庁舎１階、２階、６階（エレベーター有） 

福岡市警察部特別遊撃隊 庁舎１階 

糟屋郡篠栗町田中３－４－１  

詳細の搬入場所については、別紙２「篠栗合同庁舎平面図」のとおり。               

３ 作業計画等の作成 

(1)  当仕様書に基づき契約業者（以下「受託者」という。）は移転作業計画書を作成の上、 

委託者の承認を得なければならない。 

(2) 移転作業計画書は、作業日程表及び作業時間予定表及び作業体制表等とする。 

４ 移転作業について 

(1) 移転物件 

移転物件等は別紙３「福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表」のと 

  おりとする。ただし、その内容に疑義がある場合は、受託者は実施前に必ず委託者に

確認の上、その指示を受けることとし、作業に遺漏がないようにすること。 

(2) 移転期間 

移転期間は、新庁舎引渡日(令和 8 年 2 月 27 日(金)予定)から、令和 8 年 3 月 31 日

（火）までの間（平日午前９時から午後５時４５分までの間）とする。ただし、引渡  

し作業等により変更が生じる場合は、委託者及び受託者の間で協議する。 

なお、物件の移転日時等、作業工程の詳細については、事前に鑑識課庶務係及び暴

力団犯罪捜査課庶務係に確認すること。 

(3) 搬出入路の確保 

  ア 車両の通行及び移転物件の搬出入に際し、事故防止に努めるとともに安全確認を 

徹底すること。 

  イ 受託者は臨時に設けた搬出入路については、運搬作業終了後速やかに、原状に回

復するものとする。 



(4) 養生 

 ア 養生の場所 

    移転物件の搬出入の対象となる新庁舎の全建物の搬出入口、玄関、ロビー、廊下、

通路、エレベーター等のほか、スロープ等敷地内全ての建築物を対象とし、庁舎及

び敷地内の建築物等を損傷しないよう十分に行うこと。 

  イ 養生の維持 

    受託者は養生実施後、作業が終了するまでの期間、養生の完全な状態を維持する

ものとする。 

  ウ 養生の撤去 

    受託者は作業が終了した部分の養生を速やかに撤去しなければならない。 

  エ 原状回復の責任 

    受託者は、養生の撤去に際しては、クリーニングを行い、損傷又は汚れ等の有無

について委託者の確認を得るものとする。また、養生部分に損傷又は汚れ等が認め 

られる場合は、委託者の指示に従い、受託者が原状回復を図るものとする。 

(5) レイアウトの確認 

受託者は、作業後の業務の円滑な実施のため、委託者が指示するレイアウト図に基 

づき、委託者の担当職員と移転物件の搬送準備、搬送順序及び設置場所に関する十分

な打ち合わせを行うこと。（搬入場所のレイアウト図は、事前の移転物件の確認の際に

配布する。） 

(6)  移転説明 

受託者は委託者が指定する日時に、委託者の作業責任者及び各担当者に対して移転 

準備に関する詳細と留意事項を明示し説明するものとする。特に必要な場合は、それ

ぞれ個別の事項に関する説明を行うものとする。 

(7)  作業実施上の留意事項 

受託者は作業の実施にあたっては、次の事項に留意すること。 

   ア  移転物件はそれぞれの特性、規格、用途に応じた最も適した方法で梱包及び運搬 

    等を行い作業中の損傷、破損等の事故がないよう十分に配慮すること。キャビネッ 

    ト等の在中品については、原則として、受託者の用意する段ボールに梱包するもの 

とする。 

   イ 作業現場では、委託者が指定する現場監督員の指示に従うこと。 

   ウ  委託者が指定する精密機器は、破損しないよう十分な措置を講じること。 

   エ  運搬作業中に予想される降雨等の気象の変化に対し、充分な対策を講じること。 

(8)  移転物件のラベル貼付 

受託者は本業務が円滑に実施されるように、必要な行き先ラベルを委託者が必要と 

する枚数分準備すること。 

(9)  梱包資材の配布及び回収等 

梱包資材（段ボール、布テープ）については、事前に必要な数量を現場で確認の上、 

受託者の費用負担により準備すること。（段ボールの最大準備枚数については次のと 

おりとする。福岡県警察地域部自動車警ら隊３２０枚、福岡県警察刑事部機動捜査隊 

２１０枚、福岡県警察交通機動隊３７０枚、福岡市警察部特別遊撃隊７０枚とする。） 

 なお、受託者は、移転当日発生した開梱済の梱包資材については、速やかに行い、

庁舎及び敷地内に残置させないこと。 

(10) 不用品等の処理 

受託者は、移転作業中に発生する不用品等については、随時処理すること。 

(11) 報告 

ア  受託者は、各種作業の開始前、当日の作業に従事する人員、車両数、作業順序、 



 変更事項の有無等について委託者に報告するものとする。 

イ 受託者は、作業当日の作業実施状況と終了時の報告を委託者に行うものとする。 

 なお、報告は必要に応じて資料を添付すること。 

ウ 受託者は、作業の内容、物品等に不測の事態及び事故が発生した場合は、速やか   

 にその内容を委託者に報告し、指示を受け、その経過を報告するものとする。 

(12) 安全作業の励行 

 受託者は、作業の実施にあたっては事故の防止と安全確保の為、必要に応じて次の 

対策を講じること。 

     ア 本件作業期間中は、搬出入口等の道路部分に必要により、歩行者及び車両の誘導 

    を行うものとする。 

   イ 搬出入時、積み卸し作業が行われる場所で安全を確保する必要があるときは、誘

導作業を行うものとする。 

   ウ  各種資材等の配布作業、その他の作業が実施されているときは、来庁者、職員、

その他関係者の安全を確保するため、必要な措置を講じること。 

エ 各種作業に従事する者に対し、安全教育を行い、安全管理責任者を定め、安全作

業の励行に努めること。 

オ 緊急時に備え早急に措置がとれるよう緊急連絡体制表を提出すること。 

(13) 事故防止及び補償 

受託者は、作業の実施に当たっては、必要な関係法令を遵守し、安全作業に努め、 

事故の絶無を期さなければならない。万一、本件作業中に下記の人身事故、物損事故、

搬送物品の破損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償等については、受託

者の責任とする。 

ア 第三者、来庁者、職員その他関係者及び受託者の従業員の人身事故 

イ 作業車両等による全ての人身事故 

ウ 敷地内の縁石、植栽、建物、構造物とそれに付属する設備に対する事故 

エ 移転物件に対する事故 

オ その他の管理責任に基づく事故 

(14) 秘密の保持 

受託者は、本件作業の実施に当たり、業務遂行上知り得た事項について、第三者に 

漏洩してはならない。 

(15) 遵守事項 

受託者は、次に定められた各事項を遵守すること。 

   ア 本件作業の従事者名を事前に委託者に届けるものとする。 

   イ 作業員には服装の統一、名札・腕章の着用など当該人が本件作業の従事者である

ことが明らかに認識できるようにしておくこと。 

   ウ 作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないものとする。 

   エ 指定場所以外での喫煙は禁止し、防災に特段の留意をするものとする。 

   オ 火気、危険物の持ち込み等について事前に委託者の承認を得ること。 

(16) 損害賠償の保証 

受託者が、業務を請け負った移転物件及び財物を破損、汚損及び紛失した場合は、 

誠意をもって原状回復するものとし、また受託者賠償責任等により損害賠償を保証す

ること。また、建物に対し侵害を与えた場合も損害賠償責任保険等により損害賠償を

保証すること。 

５ 完了通知書 

  受託者は本件作業が完了した時は、委託者に作業完了通知書を提出し、検査を受ける

こと。 



６ その他 

(1)  本仕様書に定めのない事項が発生したときは、その都度、委託者及び受託者で協議 

して、これを定めるものとする。 

(2)  受託者が必要に行う搬入場所の確認は、委託者に確認の上、契約締結後に行うこと。 

  

 

 

















○　自動車警ら隊No.１

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 隊長用机 W1600×D800×H700 1 ３階自動車警ら隊隊長室 1 １階自動車警ら隊執務室

2 回転椅子（隊長用） W680×D660×H1200 1 ３階自動車警ら隊隊長室 2 １階自動車警ら隊執務室

3 隊長用ロッカー W580×D520×H1770 1 ３階自動車警ら隊隊長室 3 １階自動車警ら隊執務室

4 隊長室ソファー（３連） W1780×D750×H750 2 ３階自動車警ら隊隊長室 4～５ １階自動車警ら隊執務室

5 隊長室ソファー（１連） W750×D750×H750 3 ３階自動車警ら隊隊長室 6～８ １階自動車警ら隊執務室

6 隊長室テーブル（大） W1200×D600×H450 2 ３階自動車警ら隊隊長室 ９～10 １階自動車警ら隊執務室

7 隊長室テーブル（小） W600×D450×H450 1 ３階自動車警ら隊隊長室 11 １階自動車警ら隊執務室

8 書庫 W880×D520×H1800 1 ３階自動車警ら隊隊長室 12 １階自動車警ら隊執務室

9 トロフィー置き W750×D300×H1800 1 ３階自動車警ら隊隊長室 13 １階自動車警ら隊執務室

10 机横引出し W700×D700×H460 1 ３階自動車警ら隊隊長室 14 １階自動車警ら隊執務室

11 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 2 ３階自動車警ら隊隊長室 15～16 １階自動車警ら隊執務室

12 パーテーション W1040×D30×H1500 2 ３階自動車警ら隊隊長室 17～18 １階自動車警ら隊執務室

13 服かけ W500×D500×H1600 1 ３階自動車警ら隊隊長室 19 １階自動車警ら隊執務室

14 鏡 W340×D30×H1500 1 ３階自動車警ら隊隊長室 20 １階自動車警ら隊執務室

15 ホワイトボード W1200×D30×H900 1 ３階自動車警ら隊隊長室 21 １階自動車警ら隊執務室

16 副隊長机 W1600×D800×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 22 １階自動車警ら隊執務室

17 副隊長横引出し W380×D620×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 23 １階自動車警ら隊執務室

18 片袖机（補・係長用） W1200×D700×H700 6 ３階自動車警ら隊隊本部 24～29 １階自動車警ら隊執務室

19 片袖机（係員用） W1000×D700×H700 8 ３階自動車警ら隊隊本部 30～37 １階自動車警ら隊執務室

20 無袖机（炊事台用） W1000×D700×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 38 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.２

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 テーブル（副隊長横） W1200×D600×H450 1 ３階自動車警ら隊隊本部 39 １階自動車警ら隊執務室

22 テーブル（作業台） W1800×D900×H730 1 ３階自動車警ら隊隊本部 40 １階自動車警ら隊執務室

23 回転椅子（副隊長用） W640×D550×H1000 1 ３階自動車警ら隊隊本部 41 １階自動車警ら隊執務室

24 回転椅子（肘置付） W600×D550×H1000 3 ３階自動車警ら隊隊本部 42～44 １階自動車警ら隊執務室

25 回転椅子（係員用） W600×D550×H1000 9 ３階自動車警ら隊隊本部 45～53 １階自動車警ら隊執務室

26 ロッカー大 W460×D530×H1790 2 ３階自動車警ら隊隊本部 54～55 １階自動車警ら隊執務室

27 キャビネット両開き（小）（副隊長用） W880×D380×H700 3 ３階自動車警ら隊隊本部 56～58 １階自動車警ら隊執務室

28 キャビネット両開き（大） W880×D380×H1790 14 ３階自動車警ら隊隊本部 59～72 １階自動車警ら隊執務室

29 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 10 ３階自動車警ら隊隊本部 73～82 １階自動車警ら隊執務室

30 本棚キャビネット（上ガラス） W880×D380×H1790 2 ３階自動車警ら隊隊本部 83～84 １階自動車警ら隊執務室

31 キャビネット大（事務品） W880×D380×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 85 １階自動車警ら隊執務室

32 ロッカー（9人用） W880×D380×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 86 １階自動車警ら隊執務室

33 書類キャビネット（多段） W880×D400×H900 1 ３階自動車警ら隊隊本部 87 １階自動車警ら隊執務室

34 掃除ロッカー W460×D530×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 88 １階自動車警ら隊執務室

35 食器棚 W880×D400×H1790 1 ３階自動車警ら隊隊本部 89 １階自動車警ら隊執務室

36 隊本部ソファー W1550×D900×H700 1 ３階自動車警ら隊隊本部 90 １階自動車警ら隊執務室

37 隊本部ソファー２ W1950×D900×H850 1 ３階自動車警ら隊隊本部 91 １階自動車警ら隊執務室

38 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 20 ３階自動車警ら隊隊本部 92～111 １階自動車警ら隊執務室

39 長机　大（勤務員間） W1800×D450×H700 4 ３階自動車警ら隊隊本部 112～115 １階自動車警ら隊執務室

40 長机　中（勤務員間） W1200×D450×H700 2 ３階自動車警ら隊隊本部 116～117 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.３

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

41 ホワイトボード W1200×D30×H900 1 ３階自動車警ら隊隊本部 118 １階自動車警ら隊執務室

42 横長キャビネット両開き W890×D450×H400 13 ３階自動車警ら隊隊本部 119～131 １階自動車警ら隊執務室

43 パーテーション W1040×D30×H1500 3 ３階自動車警ら隊隊本部 132～134 １階自動車警ら隊執務室

44 端末用の椅子 W650×D550 ×H1000 1 ３階自動車警ら隊隊本部 135 １階自動車警ら隊執務室

45 椅子（パイプ） W640×D300×H800 5 ３階自動車警ら隊隊本部 136～140 １階自動車警ら隊執務室

46 ロッカー（1人用） W320×D450×H1790 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 141 １階自動車警ら隊執務室

47 金庫 W500×D460×H700 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 142 １階自動車警ら隊執務室

48 冷蔵庫 W480×D480×H1130 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 143～144 １階自動車警ら隊執務室

49 電子レンジ W470×D330×H300 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 145～146 １階自動車警ら隊執務室

50 ラック大 W2600×D430×H2100 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 147 １階自動車警ら隊倉庫

51 ラック小 W900×D450×H2100 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 148～149 １階自動車警ら隊倉庫

52 キャビネット両開き（大） W880×D380×H1790 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 150～152 １階自動車警ら隊執務室

53 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 153 １階自動車警ら隊執務室

54 書類入れ（日誌関係） W880×D380×H880 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 154 １階自動車警ら隊執務室

55 訓示簿キャビネット W880×D380×H880 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 155 １階自動車警ら隊執務室

56 カラーボックス白（運転日誌） W880×D300×H400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 156 １階自動車警ら隊執務室

57 ホワイトボード大（展示） W1800×D30×H900 1 ３階自動車警ら隊隊本部前廊下 157 １階自動車警ら隊執務室前廊下

58 ホワイトボード中（行事） W1200×D30×H900 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 158～160 １階自動車警ら隊執務室

59 ホワイトボード小（勤務） W900×D30×H600 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 161～163 １階自動車警ら隊執務室

60 両袖机（班長用） W1400×D700×H700 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 164～166 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.４

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

61 片袖机（班長付用） W1200×D700×H700 4 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 167～170 １階自動車警ら隊執務室

62 片袖机（隊員用） W1000×D700×H700 76 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 171～246 １階自動車警ら隊執務室

63 回転椅子（班長用） W640×D550×H620 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 247～249 １階自動車警ら隊執務室

64 回転椅子（隊員用） W600×D530×H380 80 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 250～329 １階自動車警ら隊執務室

65 キャビネット両開き（大） W880×D380×H1790 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 330～332 １階自動車警ら隊執務室

66 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 4 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 333～336 １階自動車警ら隊執務室

67 横長キャビネット両開き W890×D450×H400 9 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 337～345 １階自動車警ら隊執務室

68 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 7 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 346～352 １階自動車警ら隊執務室

69 黒椅子（班長横） W620×D620×H720 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 353～355 １階自動車警ら隊執務室

70 ファイルキャビネット（４段） W380×D620×H1400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 356 １階自動車警ら隊執務室

71 カラーボックス W890×D450×H400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 357 １階自動車警ら隊執務室

72 木製の台 W890×D400×H400 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 358 １階自動車警ら隊執務室

73 冷蔵庫 W480×D500×H1130 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 359～361 １階自動車警ら隊執務室

74 電子レンジ W430×D290×H250 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 362～364 １階自動車警ら隊執務室

75 食器乾燥機 W470×D340×H350 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 365～367 １階自動車警ら隊執務室

76 シルバーラック W900×D460×H950 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 368～370 １階自動車警ら隊執務室

77 食器棚 W580×D350×H1820 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 371～373 １階自動車警ら隊執務室

78 ロッカー（副隊長用） W460×D530×H1790 2 ３階自動車警ら隊更衣室 374～375 １階自動車警ら隊男子更衣室

79 ロッカー3人用（隊本部員） W900×D515×H1790 6 ３階自動車警ら隊更衣室 376～381 １階自動車警ら隊男子更衣室

80 ロッカー大1人用（班長） W460×D530×H1790 3 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 382～384 １階自動車警ら隊男子更衣室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.５

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

81 ロッカー3人用（警ら係） W900×D515×H1790 23 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 385～407 １階自動車警ら隊男子更衣室

82 ロッカー3人用（庶務管理） W900×D515×H1790 6 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 408～413 １階自動車警ら隊男子更衣室

83 ロッカー3人用（共用） W900×D515×H1790 2 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 414～415 １階自動車警ら隊男子更衣室

84 横長キャビネット（ロッカー上） W890×D450×H400 32 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 416～447 １階自動車警ら隊男子更衣室

85 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P2011P） 1 ３階自動車警ら隊隊長室 448 １階自動車警ら隊執務室

86 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P2010P） 1 ３階自動車警ら隊隊本部 449 １階自動車警ら隊執務室

87 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2001P0021P） 1 ３階自動車警ら隊隊本部 450 １階自動車警ら隊執務室

88 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P1138P） 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 451 １階自動車警ら隊執務室

89 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P1139P） 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 452 １階自動車警ら隊執務室

90 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 （2310P1140P） 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 453 １階自動車警ら隊執務室

91 ブラザープリンター W570×D520×H300（カラー印刷用） 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 454 １階自動車警ら隊執務室

92 テレビ 55インチ 1 ３階自動車警ら隊隊長室 455 １階自動車警ら隊執務室

93 テレビ 40インチ　シャープ　アクオス 1 ３階自動車警ら隊隊本部 456 １階自動車警ら隊執務室

94 テレビ 37インチ　東芝 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 457 １階自動車警ら隊執務室

95 テレビ 32インチ　三菱　 1 ３階自動車警ら隊福岡地区隊 458 １階自動車警ら隊執務室

96 シュレッダー（大） W500×D500×H900（210006620） 1 ３階自動車警ら隊隊本部 459 １階自動車警ら隊執務室

98 リンテン機 W630×D630×H1050 1 ３階自動車警ら隊隊本部前廊下 460 １階自動車警ら隊執務室

99 テレビスタンド台 55インチ用 1 ３階自動車警ら隊隊長室 461 １階自動車警ら隊執務室

99 110番端末セット W650×D500×H1600 1 ３階自動車警ら隊隊本部 462 １階自動車警ら隊執務室

100 照会用デスク W700×D500×H1500 2 ３階自動車警ら隊隊本部 463～464 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　自動車警ら隊No.６

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

101 拳銃庫（１・２号庫） W880×D380×H1790 2 １階交通機動隊拳銃庫 465～466 １階交通機動隊拳銃庫

102 拳銃庫（3号庫） W350×D380×H950 1 １階交通機動隊拳銃庫 467 １階交通機動隊拳銃庫

103 弾薬庫（横長キャビ） W890×D450×H400 1 １階交通機動隊拳銃庫 468 １階交通機動隊拳銃庫

104 折りたたみベッド W900×D250×H1500 1 ３階自動車警ら隊元会計部屋 469 １階自動車警ら隊執務室

105 引扉キャビネット W1760×D460×H960 2 ３階自動車警ら隊元会計部屋 470～471 １階自動車警ら隊執務室

106 ラック大 W1700×D430×H2100 4 ３階自動車警ら隊元会計部屋、３階倉庫 472～475 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

107 ラック中 W900×D430×H2100 6 ３階自動車警ら隊元会計部屋、３階倉庫 476～481 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

108 両開きキャビネット W880×D380×H1790 1 ３階自動車警ら隊倉庫２　 482 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

109 脚立 W700×D150×H1800 1 ３階自動車警ら隊倉庫１ 483 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

110 ホワイトボード（キャスター付） W1900×D600×H1800 1 ３階自動車警ら隊倉庫１ 484 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

111 青色コンテナボックス W650×D450×H350 10 ３階自動車警ら隊倉庫１、２ 485～494 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

112 鉄製ラック（大） W1800×D450×H1800 4 １階自動車警ら隊倉庫　 495～498 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

113 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 1 １階自動車警ら隊倉庫　 499 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

114 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 1 １階自動車警ら隊倉庫　 500 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

115 長机 W450×D1800×H700 2 １階自動車警ら隊倉庫　 501～502 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

116 クーラーボックス（大） W940×D450×H460 2 １階自動車警ら隊倉庫　 503～504 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

117 クーラーボックス（小） W630×D330×H400 2 １階自動車警ら隊倉庫　 505～506 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

118 コンテナ W630×D330×H400 3 １階自動車警ら隊倉庫　 507～509 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

119 段ボール W200×D300×H300 22 １階自動車警ら隊倉庫　 510～531 1階又は6階　自動車警ら隊倉庫

120 ダンボール 業者準備 320 ３階自動車警ら隊各執務室 532～851 １階自動車警ら隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 両袖机（所属長用） W1600×D700×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 1～2 ２階機動捜査隊執務室

2 両袖机（課長補佐以上 ） W1400×D700×H700 3 ２階機動捜査隊執務室 3～5 ２階機動捜査隊執務室

3 片袖机（係長用） W1200×D700×H700 18 ２階機動捜査隊執務室 6～23 ２階機動捜査隊執務室

4 片袖机（係員用） W1000×D700×H700 12 ２階機動捜査隊執務室 24～35 ２階機動捜査隊執務室

5 袖机（隊長用）　 W400×D700×H700 1 ２階機動捜査隊執務室 36 ２階機動捜査隊執務室

6 デスクマット（所属長用） W1595×D695 2 ２階機動捜査隊執務室 37～38 ２階機動捜査隊執務室

7 デスクマット（課長補佐以上用） W1395×D695 3 ２階機動捜査隊執務室 39～41 ２階機動捜査隊執務室

8 デスクマット（係長用） W1195×D695 18 ２階機動捜査隊執務室 42～59 ２階機動捜査隊執務室

9 デスクマット（係員用） W995×D695 12 ２階機動捜査隊執務室 60～71 ２階機動捜査隊執務室

10 回転椅子（所属長用） W600×D700×H1050 2 ２階機動捜査隊執務室 72～73 ２階機動捜査隊執務室

11 回転椅子（課長補佐以上用） W660×D690×H980 3 ２階機動捜査隊執務室 74～76 ２階機動捜査隊執務室

12 回転椅子（係長用） W600×D530×H380 16 ２階機動捜査隊執務室 77～92 ２階機動捜査隊執務室

13 回転椅子（係員用） W600×D530×H380 14 ２階機動捜査隊執務室 93～106 ２階機動捜査隊執務室

14 デスク用補助棚 W415×D530×H380 35 ２階機動捜査隊執務室 107～141 ２階機動捜査隊執務室

15 ロッカー（1人用） W455×D515×H1790 5 ２階機動捜査隊執務室 142～146 ２階機動捜査隊執務室

16 キャビネット（3×3） W880×D380×H880 9 ２階機動捜査隊執務室 147～155 ２階機動捜査隊執務室

17 キャビネット（3×6） W880×D380×H1790 9 ２階機動捜査隊執務室 156～164 ２階機動捜査隊執務室

18 ファイリングキャビネット（2段） W388×D620×H700 16 ２階機動捜査隊執務室 165～180 ２階機動捜査隊執務室

19 保管庫（引き違いタイプ）大 W1760×D400×H940 2 ２階機動捜査隊執務室 181～182 ２階機動捜査隊執務室

20 保管庫（ガラス引き違い戸タイプ）大 W1760×D400×H880 2 ２階機動捜査隊執務室 183～184 ２階機動捜査隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表

○　機動捜査隊No.１



品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 キャビネット（５段扉なし） W880×D400×H1850 1 ２階機動捜査隊執務室 185 ２階機動捜査隊執務室

22 キャビネット（2段扉なし） W900×D400×H720 1 ２階機動捜査隊執務室 186 ２階機動捜査隊執務室

23 書類整理庫（レターケース）　A３ W480×D350×H360 2 ２階機動捜査隊執務室 187～188 ２階機動捜査隊執務室

24 書類整理庫（レターケース）　A４ W260×D330×H350 1 ２階機動捜査隊執務室 189 ２階機動捜査隊執務室

25 書類整理庫（レターケース）　A４　3連 W800×D340×H280 1 ２階機動捜査隊執務室 190 ２階機動捜査隊執務室

26 応接セット（隊長室）　３人掛け椅子 W2080×D880×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 191～192 ２階機動捜査隊執務室

27 応接セット（隊長室）　1人掛け椅子 W760×D640×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 193～194 ２階機動捜査隊執務室

28 応接セット（隊長室）テーブル（長） W1200×D600×H450 1 ２階機動捜査隊執務室 195 ２階機動捜査隊執務室

29 応接セット（隊長室）テーブル（短） W600×D600×H450 2 ２階機動捜査隊執務室 196～197 ２階機動捜査隊執務室

30 応接セット（隊長室）　袖机 W900×D500×H450 1 ２階機動捜査隊執務室 198 ２階機動捜査隊執務室

31 応接セット　1人掛け　（副隊長横） W630×D780×H740 2 ２階機動捜査隊執務室 199～200 ２階機動捜査隊執務室

32 書類裁断機（シュレッダー） W500×D500×H900 2 ２階機動捜査隊執務室 201～202 ２階機動捜査隊執務室

33 県コミ端末用椅子 W660×D690×H980 1 ２階機動捜査隊執務室 203 ２階機動捜査隊執務室

34 ホワイトボード（隊長室） W1200×D900 1 ２階機動捜査隊執務室 204 ２階機動捜査隊執務室

35 ホワイトボード（庶務） W1200×D20×H900 1 ２階機動捜査隊執務室 205 ２階機動捜査隊執務室

36 ホワイトボード（福岡班） W1900×D550×H1880 1 ２階機動捜査隊執務室 206 ２階機動捜査隊執務室

37 ホワイトボード（真ん中入り口前） W1860×D630×H1850 1 ２階機動捜査隊執務室 207 ２階機動捜査隊執務室

38 仮眠ベッド W950×D100×H250 3 ２階機動捜査隊執務室 208～210 ２階機動捜査隊執務室

39 拳銃庫 W880×D380×H1790 1 １階交通機動隊拳銃庫 211 １階交通機動隊拳銃庫

40 長机（長） W1200×D460×H700 2 ２階機動捜査隊執務室 212～213 ２階機動捜査隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表

○　機動捜査隊No.２



品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

41 本棚（書庫） W870×D390×H1810 1 ２階機動捜査隊執務室 214 ２階機動捜査隊執務室

42 傘立て（廊下）（長） W840×D280×H500 1 ２階機動捜査隊執務室 215 ２階機動捜査隊執務室

43 傘立て（廊下）（短） W400×D250×H550 2 ２階機動捜査隊執務室 216～217 ２階機動捜査隊執務室

44 冷蔵庫 W60×D63×H178 1 ２階機動捜査隊執務室 218 ２階機動捜査隊執務室

45 冷蔵庫 W50×D55×H120 2 ２階機動捜査隊執務室 219～220 ２階機動捜査隊執務室

46 冷凍庫 W50×D57×H118 1 ２階機動捜査隊執務室 221 ２階機動捜査隊執務室

47 食器棚 W120×D45×H192 1 ２階機動捜査隊執務室 222 ２階機動捜査隊執務室

48 食器棚 W80×D45×H189 1 ２階機動捜査隊執務室 223 ２階機動捜査隊執務室

49 プリンター W50×D40×H35 4 ２階機動捜査隊執務室 224～227 ２階機動捜査隊執務室

50 カラープリンター W58×D50×H31 1 ２階機動捜査隊執務室 228 ２階機動捜査隊執務室

51 カラープリンター W47×D35×H17 2 ２階機動捜査隊執務室 229～230 ２階機動捜査隊執務室

52 食器乾燥機 W47×D35×H30 2 ２階機動捜査隊執務室 231～232 ２階機動捜査隊執務室

53 レンジ W49×D35×H38 3 ２階機動捜査隊執務室 233～235 ２階機動捜査隊執務室

54 トースター W33×D30×H22 3 ２階機動捜査隊執務室 236～238 ２階機動捜査隊執務室

55 ポット W23×D30×H32 2 ２階機動捜査隊執務室 239～240 ２階機動捜査隊執務室

56 110番端末/ラック W65×D41×H135 1 ２階機動捜査隊執務室 241 ２階機動捜査隊執務室

57 ガリバー端末/机 W70×D75×H140 1 ２階機動捜査隊執務室 242 ２階機動捜査隊執務室

58 警コミパソコン W37×D25×H3 14 ２階機動捜査隊執務室 243～256 ２階機動捜査隊執務室

59 県パソコン W37×D25×H3 1 ２階機動捜査隊執務室 257 ２階機動捜査隊執務室

60 空気清浄機 W40×D28×H60 1 ２階機動捜査隊執務室 258 ２階機動捜査隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表
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品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

61 テレビ W100×D30×H75 3 ２階機動捜査隊執務室 259～261 ２階機動捜査隊執務室

62 丸椅子 W32×D32×H45 6 ２階機動捜査隊執務室 262～267 ２階機動捜査隊執務室

63 シュレッダー W65×D30×H70 1 ２階機動捜査隊執務室 268 ２階機動捜査隊執務室

64 段ボール（事務用品入り） 業者準備 210 ２階機動捜査隊執務室 269～478 ２階機動捜査隊執務室

65 ロッカー（3人用） W900×D515×H1790 14 ２階機動捜査隊執務室 479～492 ２階機動捜査隊男子更衣室

66 ロッカー（3人用） W900×D515×H1791 1 ２階機動捜査隊執務室 493 保管倉庫北側車庫

67 両開きキャビネ（1段） W900×D520×H400 8 ２階機動捜査隊執務室 494～501 ２階機動捜査隊男子更衣室

68 書架（トイレ横倉庫・自ら隊車庫背面） W900×D480×H2166 7 ２階機動捜査隊執務室 502～508 １階機動捜査隊倉庫

69 ソファー（廊下） W1500×D460×H390 2 ２階機動捜査隊執務室 509～510 ２階機動捜査隊男子更衣室

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
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○　交通機動隊No.１

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 掃除道具入れロッカー W500×D380×H1800 1 ２階武道場 1 ３階武道場

2 太鼓 W450×D500×H120 1 ２階武道場 2 ３階武道場

3 トレーニング道具 4 ２階武道場 ３～６ ３階武道場

4 洗濯機 W500×D500×H900 2 ２階武道場 ７～８ ３階武道場

5 長机 W180×D10×H100 45 ２階大会議室 9～53 ２階大会議室

6 会議室椅子 W40×D50×H80 190 ２階大会議室 54～243 ２階大会議室

7 テレビ（設置棚を含む） W100×D80×H180 1 ２階大会議室 244 ２階会議室倉庫

8 隊長用椅子 W680×D660×H1200 1 １階交通機動隊隊長室 245 １階交通機動隊執務室

9 隊長用ロッカー W580×D520×H1770 2 １階交通機動隊隊長室 246～247 １階交通機動隊執務室

10 副隊長横引出し W380×D620×H700 1 １階交通機動隊隊長室 248 １階交通機動隊執務室

11 書庫 W880×D520×H1800 1 １階交通機動隊隊長室 249 １階交通機動隊執務室

12 パーテーション W1040×D30×H1500 1 １階交通機動隊隊長室 250 １階交通機動隊執務室

13 キャビネット両開き（小） W880×D380×H880 2 １階交通機動隊隊長室 251～252 １階交通機動隊執務室

14 ホワイトボード W1200×D30×H900 2 １階交通機動隊隊長室 253～254 １階交通機動隊執務室

15 隊長室ソファー（３人用） W1780×D750×H750 2 １階交通機動隊隊長室 255～256 １階交通機動隊執務室

16 隊長室ソファー（１人用） W750×D750×H750 1 １階交通機動隊隊長室 257 １階交通機動隊執務室

17 隊長室テーブル（小） W600×D450×H450 1 １階交通機動隊隊長室 258 １階交通機動隊執務室

18 隊長室テーブル（大） W1200×D600×H500 1 １階交通機動隊隊長室 259 １階交通機動隊執務室

19 副隊長机 W1600×D800×H700 1 １階交通機動隊庶務係 260 １階交通機動隊執務室

20 副隊長横引出し W380×D620×H700 1 １階交通機動隊庶務係 261 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.２

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 隊長用ロッカー W460×D530×H1790 1 １階交通機動隊庶務係 262 １階交通機動隊執務室

22 回転椅子（副隊長用） W640×D550×H1000 1 １階交通機動隊庶務係 263 １階交通機動隊執務室

23 ２段引出しキャビネット W400×D700×H600 3 １階交通機動隊庶務係 264～266 １階交通機動隊執務室

24 副隊長ソファー（３人用） W1780×D700×H800 1 １階交通機動隊庶務係 267 １階交通機動隊執務室

25 副隊長ソファー（１人用） W750×D750×H800 2 １階交通機動隊庶務係 268～269 １階交通機動隊執務室

26 副隊長テーブル W1200×D600×H450 1 １階交通機動隊庶務係 270 １階交通機動隊執務室

27 ロッカー3人用 W900×D515×H1790 1 １階仮眠室 271 １階交通機動隊執務室

28 ロッカー1人用 W460×D530×H1790 1 １階仮眠室 272 １階交通機動隊執務室

29 ロッカー3人用 W460×D530×H1790 1 １階交通機動隊庶務係 273 １階交通機動隊執務室

30 冷蔵庫 W480×D500×H1130 1 １階交通機動隊庶務係 274 １階交通機動隊執務室

31 電子レンジ W430×D290×H250 1 １階交通機動隊庶務係 275 １階交通機動隊執務室

32 食器乾燥機 W470×D340×H350 1 １階交通機動隊庶務係 276 １階交通機動隊執務室

33 照会用端末ラック W700×D500×H1500 1 １階交通機動隊庶務係 277 １階交通機動隊執務室

34 ホワイトボード大（だより） W1800×D30×H900 1 １階交通機動隊庶務係 278 １階交通機動隊執務室

35 ホワイトボード中（行事） W1200×D30×H900 1 １階交通機動隊庶務係 279 １階交通機動隊執務室

36 進達用キャビネット W650×D500×H1600 1 １階交通機動隊庶務係 280 １階交通機動隊執務室

37 片袖机（補） W1200×D700×H700 2 １階交通機動隊庶務係 281～282 １階交通機動隊執務室

38 W1000×D700×H700 4 １階交通機動隊庶務係 283～286 １階交通機動隊執務室

39 回転椅子 W600×D530×H380 7 １階交通機動隊庶務係 287～293 １階交通機動隊執務室

40 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 24 １階交通機動隊庶務係 294～317 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.３

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

41 キャビネット両開き（3×6） W880×D380×H1790 11 １階交通機動隊庶務係 318～328 １階交通機動隊執務室

42 キャビネット両開き（3×3） W880×D380×H880 3 １階交通機動隊庶務係 329～331 １階交通機動隊執務室

43 シュレッダー W600×D570×H900 1 １階交通機動隊庶務係 332 １階交通機動隊執務室

44 進達用キャビネット W900×D380×H1790 1 １階交通機動隊庶務係 333 １階交通機動隊執務室

45 カウンター W1760×D460×H950 1 １階交通機動隊庶務係 334 １階交通機動隊執務室

46 掃除道具入れロッカー W500×D380×H1800 1 １階交通機動隊庶務係 335 １階交通機動隊執務室

47 机下棚 W400×D300×H600 2 １階交通機動隊庶務係 336～337 １階交通機動隊執務室

48 テレビ 40インチ 1 １階交通機動隊庶務係 338 １階交通機動隊執務室

49 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 3 １階交通機動隊庶務係 339～341 １階交通機動隊執務室

50 110番端末ラック W650×D500×H1600 1 １階当直室 342 １階交通機動隊執務室

51 パーテンション　大 W1850×H1530 1 １階当直室 343 １階交通機動隊執務室

52 パーテンション　小 W1030×H1510 1 １階当直室 344 １階交通機動隊執務室

53 テレビ 32インチ 1 １階当直室 345 １階当直室

54 W1000×D700×H700 3 １階当直室 346～348 １階当直室

55 回転椅子 W600×D530×H380 4 １階当直室 349～352 １階当直室

56 折りたたみベッド W900×D250×H1500 1 １階当直室 353 ２階交通機動隊男子仮眠室

57 拳銃庫（66丁用） W940×D380×H1900 1 １階交通機動隊拳銃庫 354 １階交通機動隊拳銃庫

58 拳銃庫（30丁用） W940×D380×H950 2 １階交通機動隊拳銃庫 355～356 １階交通機動隊拳銃庫

59 実包保管庫 W1000×D470×H1100 1 １階交通機動隊拳銃庫 357 １階交通機動隊拳銃庫

60 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 3 ２階交通機動隊仮眠室 358～360 １階交通機動隊男子更衣室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.４

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

61 折りたたみベッド W900×D250×H1500 2 ２階交通機動隊仮眠室 361～362 １階交通機動隊倉庫

62 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 10 １階女子更衣室 363～372 ６階女子更衣室

63 シルバーラック W900×D460×H950 1 １階女子更衣室 373 ６階交通機動隊女子仮眠室

64 片袖机（地区隊長） W1200×D700×H700 1 ２階交通機動隊訓練指導係 374 １階交通機動隊執務室

65 回転椅子（地区隊長用） W640×D550×H620 1 ２階交通機動隊訓練指導係 375 １階交通機動隊執務室

66 片袖机（補） W1200×D700×H700 2 ２階交通機動隊訓練指導係 376～377 １階交通機動隊執務室

67 W1000×D700×H700 4 ２階交通機動隊訓練指導係 378～381 １階交通機動隊執務室

68 回転椅子 W600×D530×H380 6 ２階交通機動隊訓練指導係 382～387 １階交通機動隊執務室

69 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 11 ２階交通機動隊訓練指導係 388～398 １階交通機動隊執務室

70 キャビネット両開き（3×6） W880×D380×H1790 10 ２階交通機動隊訓練指導係 399～408 １階交通機動隊執務室

71 キャビネット両開き（3×3） W880×D380×H880 7 ２階交通機動隊訓練指導係 409～415 １階交通機動隊執務室

72 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 14 ２階交通機動隊訓練指導係 416～429 １階交通機動隊執務室

73 ロッカー（１人用） W460×D530×H1790 2 ２階交通機動隊訓練指導係 430～431 １階交通機動隊執務室

74 シュレッダー W500×D500×H900 1 ２階交通機動隊訓練指導係 432 １階交通機動隊執務室

75 冷蔵庫 W480×D500×H1130 1 ２階交通機動隊訓練指導係 433 １階交通機動隊執務室

76 進達ボックス W900×D380×H1790 1 ２階交通機動隊訓練指導係 434 １階交通機動隊執務室

77 パーテンション　大 W1850×H1530 1 ２階交通機動隊訓練指導係 435 １階交通機動隊執務室

78 パーテンション　小 W1030×H1510 1 ２階交通機動隊訓練指導係 436 １階交通機動隊執務室

79 片袖机（地区隊長） W1200×D700×H700 1 １階交通機動隊福岡地区隊 437 １階交通機動隊執務室

80 回転椅子（地区隊長用） W640×D550×H620 1 １階交通機動隊福岡地区隊 438 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.５

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

81 片袖机（補） W1200×D700×H700 14 １階交通機動隊福岡地区隊 439～452 １階交通機動隊執務室

82 W1000×D700×H700 36 １階交通機動隊福岡地区隊 453～488 １階交通機動隊執務室

83 回転椅子 W600×D530×H380 53 １階交通機動隊福岡地区隊 489～541 １階交通機動隊執務室

84 キャビネット両開き（3×6） W880×D380×H1790 25 １階交通機動隊福岡地区隊 542～566 １階交通機動隊執務室

85 キャビネット両開き（3×3） W880×D380×H880 13 １階交通機動隊福岡地区隊 567～579 １階交通機動隊執務室

86 ファイルキャビネット（２段） W380×D620×H700 20 １階交通機動隊福岡地区隊 580～599 １階交通機動隊執務室

87 パーテンション W1850×H1530 4 １階交通機動隊福岡地区隊 600～603 １階交通機動隊執務室

88 テレビ ３７型 1 １階交通機動隊福岡地区隊 604 １階交通機動隊執務室

89 ホワイトボード W1800×D900×H20 4 １階交通機動隊福岡地区隊 605～608 １階交通機動隊執務室

90 レターケース W880×D380×H880 4 １階交通機動隊福岡地区隊 609～612 １階交通機動隊執務室

91 ９人用ロッカー W900×D515×H1790 1 １階交通機動隊福岡地区隊 613 １階交通機動隊執務室

92 白バイ用ヘルメットロッカー W1950×D420×H690 2 １階交通機動隊福岡地区隊 614～615 １階交通機動隊執務室

93 シュレッダー W650×D280×H690 1 １階交通機動隊福岡地区隊 616 １階交通機動隊執務室

94 パソコンラック W600×D650×H1150 2 １階交通機動隊福岡地区隊 617～618 １階交通機動隊執務室

95 冷蔵庫 W480×D500×H1130 3 １階交通機動隊福岡地区隊 619～621 １階交通機動隊執務室

96 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 4 １階交通機動隊福岡地区隊 622～625 １階交通機動隊執務室

97 食器入れ W1700×D400×H1000 1 １階交通機動隊福岡地区隊 626 １階交通機動隊執務室

98 長机 W1800×D450×H700 3 １階交通機動隊福岡地区隊 627～629 １階交通機動隊執務室

99 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 3 １階交通機動隊福岡地区隊 630～632 １階交通機動隊男子更衣室

100 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 8 ２階更衣室 633～640 １階交通機動隊男子更衣室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.６

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

101 ロッカー（３人用） W1360×D510×H1790 4 １階更衣室兼倉庫 641～644 １階交通機動隊男子更衣室

102 ロッカー（１人用） W460×D530×H1790 1 １階更衣室兼倉庫 645 １階交通機動隊男子更衣室

103 スチールラック W1800×D460×H2100 2 １階更衣室兼倉庫 646～647 １階交通機動隊執務室

104 片袖机（係長用） W1200×D700×H700 2 １階交通機動隊会計係 648~649 １階交通機動隊執務室

105 片袖机（主査以下用） W1000×D700×H700 1 １階交通機動隊会計係 650 １階交通機動隊執務室

106 回転椅子（係長以下用） W57×D48×H70 3 １階交通機動隊会計係 651~653 １階交通機動隊執務室

107 キャビネット（3×3） W880×D380×H880 2 １階交通機動隊会計係 654~655 １階交通機動隊執務室

108 キャビネット（3×6） W880×D380×H1790 4 １階交通機動隊会計係 656~659 １階交通機動隊執務室

109 ファイリングキャビネット（2段） W388×D620×H700 1 １階交通機動隊会計係 660 １階交通機動隊執務室

110 ファイリングキャビネット（2段、木製天板） W388×D620×H700 4 １階交通機動隊会計係 661~664 １階交通機動隊執務室

111 ファイリングキャビネット（2段細型、木製天板） W280×D700×H700 1 １階交通機動隊会計係 665 １階交通機動隊執務室

112 デスクターナー W500×D310×H600 3 １階交通機動隊会計係 666~668 １階交通機動隊執務室

113 OAラック W700×D700×H1150 1 １階交通機動隊会計係 669 １階別室

114 上置き保管庫（引き違い戸） W880×D380×H400 1 １階交通機動隊会計係 670 １階交通機動隊執務室

115 丸椅子 W300×D300×H420 1 １階交通機動隊会計係 671 １階交通機動隊執務室

116 折り畳みテーブル W180×D450×H700 1 １階交通機動隊会計係 672 １階交通機動隊執務室

117 レターケース W410×D300×H345 1 １階交通機動隊会計係 673 １階交通機動隊執務室

118 キャビネット（3×3深型） W880×D515×H880 1 １階交通機動隊会計係 674 １階交通機動隊執務室

119 棚 W900×D450×H1800 1 １階交通機動隊会計係 675 １階交通機動隊執務室

120 シュレッダー W500×D500×H850 1 １階交通機動隊会計係 676 １階交通機動隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.７

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

121 キャビネット（透明引き違い扉） W880×D380×H1060 1 １階交通機動隊会計係 677 １階交通機動隊執務室

122 カウンター W1760×D470×H970 1 １階交通機動隊会計係 678 １階交通機動隊執務室

123 ラック（大）分解・組立式 W3560×D450×H2100 1 １階交通機動隊会計係 679 １階交通機動隊執務室

124 ラック（小）分解・組立式 W900×D450×H2100 1 １階交通機動隊会計係 680 １階交通機動隊執務室

125 プリンター【情管管理】 W490×D390×H350 1 １階交通機動隊会計係 681 １階交通機動隊執務室

126 輪転機 W750×D620×H1060 1 ２階廊下 682 １階交通機動隊執務室

127 靴箱 W1500×D370×H1000 1 １階女子更衣室 683 ６階女子更衣室

128 靴箱 W890×D280×H880 1 １階女子更衣室 684 ６階女子更衣室

129 タオル掛け W750×D170×H760 1 １階女子更衣室 685 ６階女子更衣室

130 キャスター W480×D320×H730 1 １階女子更衣室 686 ６階女子更衣室

131 棚 W600×D390×H910 1 １階女子更衣室 687 ６階女子更衣室

132 ラック（中）分解・組立式 W900×D450×H1800 5 ２階会計係倉庫 688～692 ２階交通機動隊倉庫

133 保存水（箱） W390×D260×H205 50 ２階会計係倉庫 693～742 ６階交通機動隊倉庫

134 非常食（箱） W390×D260×H170 8 ２階会計係倉庫 743～750 ６階交通機動隊倉庫

135 非常食（箱） W320×D480×H120 1 ２階会計係倉庫 751 ６階交通機動隊倉庫

136 非常食（箱） W320×D480×H240 2 ２階会計係倉庫 752～753 ６階交通機動隊倉庫

137 非常食（箱） W370×D360×H390 3 ２階会計係倉庫 754～756 ６階交通機動隊倉庫

138 非常食（箱） W370×D360×H180 1 ２階会計係倉庫 757 ６階交通機動隊倉庫

139 非常食（箱） W420×D300×H200 9 ２階会計係倉庫 758～766 ６階交通機動隊倉庫

140 簀子 W1600×D500×H50 1 ２階会計係倉庫 767 ６階交通機動隊倉庫

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　交通機動隊No.８

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

141 軍手（箱） W390×D235×H270 2 ２階会計係倉庫 768～769 ６階交通機動隊倉庫

142 軍手（箱） W470×D460×H430 2 ２階会計係倉庫 770～771 ６階交通機動隊倉庫

143 非常用毛布 W700×D530×H30 5 ２階会計係倉庫 772～776 ６階交通機動隊倉庫

144 シーツ（箱） W470×D360×H350 4 ２階会計係倉庫 777～780 ６階交通機動隊倉庫

145 扇風機 2 ２階会計係倉庫 781～782 ６階交通機動隊倉庫

146 消毒用アルコール（箱） W210×D420×H320 1 ２階会計係倉庫 783 ６階交通機動隊倉庫

147 パーテーション W830×H1800 2 ２階会計係倉庫 784～785 １階交通機動隊執務室

148 パーテーション W1030×H1500 1 ２階会計係倉庫 786 １階交通機動隊執務室

149 ダンボール 業者準備 370 １階、２階交通機動隊　各室、倉庫 787～1156 １階、６階交通機動隊　執務室、倉庫

150 洋服掛け W157×D50×H126 3 ２階大会議室倉庫 1157～1159 １階交通機動隊執務室

151 キャビネット W940×D380×H950 2 １階交通機動隊拳銃庫 1160～1161 １階交通機動隊拳銃庫

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　特別遊撃隊No.１

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

1 両袖机（課長補佐以上用） W1400×D700×H700 1 １階特別遊撃隊執務室 1 １階特別遊撃隊執務室

2 片袖机（係長以下用） W1000×D700×H700 27 １階特別遊撃隊執務室 2~28 １階特別遊撃隊執務室

3 回転椅子（課長補佐以上用） W640×D300×H620 1 １階特別遊撃隊執務室 29 １階特別遊撃隊執務室

4 回転椅子（係長以下用） W600×D530×H380 27 １階特別遊撃隊執務室 30~56 １階特別遊撃隊執務室

5 キャビネット（3×3） W880×D380×H880 20 １階特別遊撃隊執務室 57~76 １階特別遊撃隊執務室

6 キャビネット（3×6） W880×D380×H1790 4 １階特別遊撃隊執務室 77~80 １階特別遊撃隊執務室

7 ファイリングキャビネット（2段） W388×D620×H700 6 １階特別遊撃隊執務室 81~86 １階特別遊撃隊執務室

8 ロッカー（1人用） W455×D515×H1790 3 １階特別遊撃隊執務室 87~89 １階特別遊撃隊執務室

9 ロッカー（3人用） W900×D515×H1790 12 １階特別遊撃隊執務室 90~101 １階特別遊撃隊執務室

10 レターラック W880×D380×H880 1 １階特別遊撃隊執務室 102 １階特別遊撃隊執務室

11 レターラック W350×D390×H400 1 １階特別遊撃隊執務室 103 １階特別遊撃隊執務室

12 パーテーション W932×H1500 4 １階特別遊撃隊執務室 104~107 １階特別遊撃隊執務室

13 応接ソファー（2人掛け） W155×D900×H880 1 １階特別遊撃隊執務室 108 １階特別遊撃隊執務室

14 応接ソファー（1人掛け） W760×D680×H690 4 １階特別遊撃隊執務室 109~112 １階特別遊撃隊執務室

15 応接ソファー（３人掛け） W2000×D890×H715 1 １階特別遊撃隊執務室 113 １階特別遊撃隊執務室

16 応接机 W900×D500×H450 1 １階特別遊撃隊執務室 114 １階特別遊撃隊執務室

17 応接机（木製） W1200×D750×H330 1 １階特別遊撃隊執務室 115 １階特別遊撃隊執務室

18 ソファー（一人掛け） W630×D600×H700 3 １階特別遊撃隊執務室 116~118 １階特別遊撃隊執務室

19 ラック（金属製） W550×D650×H70 2 １階特別遊撃隊執務室 119~120 １階特別遊撃隊執務室

20 書類裁断機（シュレッダー） W500×D500×H900 1 １階特別遊撃隊執務室 121 １階特別遊撃隊執務室

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



○　特別遊撃隊No.２

品名 規格 現有数 現庁舎保管場所 通番号 新庁舎設置場所

21 ロッカー（３×４） W900×D1800×H515 3 １階特別遊撃隊執務室 122~124 １階特別遊撃隊執務室

22 ロッカー（３×３） W900×D1800×H515 1 １階特別遊撃隊執務室 125 １階特別遊撃隊執務室

23 パソコンラック W650×D600×H1200 2 １階特別遊撃隊執務室 126~127 １階特別遊撃隊執務室

24 110番端末 W550×D600×H800 1 １階特別遊撃隊執務室 128 １階特別遊撃隊執務室

25 プリンター W500×D400×H350 2 １階特別遊撃隊執務室 129~130 １階特別遊撃隊執務室

26 テレビ用ラック W670×D670×H700 1 １階特別遊撃隊執務室 131 １階特別遊撃隊執務室

27 テレビ W850×D500×H200 1 １階特別遊撃隊執務室 132 １階特別遊撃隊執務室

28 長机 W180×D50×H700 2 １階特別遊撃隊執務室 133~134 １階特別遊撃隊執務室

29 ホワイトボード W1300×D560×H1800 1 １階特別遊撃隊執務室 135 １階特別遊撃隊執務室

30 ダンボール 業者準備 70 １階特別遊撃隊執務室 136~205 １階特別遊撃隊執務室

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転物件一覧表



 

 

 

 

誓  約  書（案） 

 

令和  年  月  日 

 

 

福岡県知事 殿 

 

住  所 

氏名又は名称 

及び代表者名 

（記名押印又は署名） 

 

 私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又

は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除しているこ

とを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記

事項について、誓約いたします。 

 なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置につ

いて異議の申し立てを行いません。 

 

記 

 

１ 福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託契約書第１７条（以下

「暴力団排除条項」という。）第１項各号のいずれにも該当しません。 

 

 

２ 暴力団排除条項第１項第１号又は第２号に該当する事由の有無の確認のた

め、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

 

 

※ 上記１の暴力団排除条項第１項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 



暴力団排除条項第１項各号の解釈について 

(1) 暴力団排除条項第１項第３号及び第４号関係 

構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴 

 力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契 

 約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該 

 事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措 

置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。 

(2) 暴力団排除条項第１項第８号関係 

 「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、ス 

ポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。 

「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催する 

パーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催する 

パーティその他の会合に出席するような関係である。 
 

＜福岡県警察本部地域部自動車警ら隊外移転業務委託契約書抜粋（暴力団排除条項）＞ 

第１７条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者（受託者が共同企業体であると

きは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）が次の各号のいずれかに

該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除によ

り受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴

力的組織」という。）であるとき。 

⑵ 役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又

は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）が、暴力

的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）となっ

ているとき。 

⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 

⑷ 第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約（一

次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約等を締結し

たとき。 

⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

⑺ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を

図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等

を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供

与したとき。 

⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非

難される関係を有しているとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の

10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の場合において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の

提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当す

ることができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺す

ることができる。 

４ 第２項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げな

い。 



【入札書作成時の注意事項】 

１ 入札書の日付について 

 入札書に記載する日付は、入札書提出日を記載してください。 

開札日を記載された場合、無効となりますのでご注意ください。  

２  入札金額と契約金額 

  ○  入札金額 

入札金額は、消費税抜きの金額です。 

※ 契約金額は、消費税込みの金額となります。  



入札及び開札参加心得書 

 

 入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。 

 

１ 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。 

２ 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書（案）及び係員が説明す 

る諸事項をいうものであること。 

３ 入札に関する事項について、不明の点、疑問の点その他理解できない点があった場合 

は、入札書の提出前に係員に問い合わせること。 

４ 入札金額の記載 

    落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

るものとする。）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者

で あるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 

  なお、金額はアラビア数字にて記載すること。 

５ 入札者（代表者）以外の者（代理人）が入札を行う場合は、委任状を提出すること。

６ 提出した入札書は、書換え、撤回は一切出来ないため、誤算や違算又は見込み違い等     

がないように十分注意すること。 

７ 入札書の記載要領については、「入札書作成時の注意事項」及び「入札書記載例」を

参考とすること。 

８ 開札の立会い及び再度の入札について、入札者（代表者）以外の者（代理人）が行う 

場合は、必ず委任状を係員に提出し、その確認を受けること。（ただし、５の代理人と 

同一の場合は、再度の提出の必要はない。） 

９ 開札中は、静粛に立ち会うこと。 

10 入札は、第１回目で予定価格を下回る入札がない場合は、直ちにその場で再度の入札

を行う。 

    このとき第２回目の入札に参加する意志のないときは、入札書に「辞退」の旨を記入 

し係員に提出すること。 

11  入札にあたり、不正な行為が行われたと認められる事実が判明した場合は、直ちに退 

場を命ずることがあること。又は、入札を中止することがあること。 

12 入札は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札 

者とする（落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落 

札者を決定する。）が、契約の確定は契約書に双方が記名押印したときであること。 

13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続を進めることについて協 

力すること。 

14 入札書は、県の定める様式によるものとし、入札書は、あらかじめ用意しておくこと。 

15 入札参加者は人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよ   

 う予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

16 その他入札及び開札参加にあたっての心得については、入札説明書を遵守すること。 



○ 入札における、入札保証金等の納付方法の選択については、

１　入札保証金（現金）又は銀行等が保証する小切手を納付する。

２　入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する。

３　過去２年以内に履行した同種の契約の２件以上の履行証明を提出する。

（福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。）

以上３通りのうちいずれかが必要になります。

　　事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、

　　必ずご連絡下さい。

注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、

連絡先 福岡県警察本部会計課

出納係　高野

ＴＥＬ　０９２－６４１－４１４１（内線 2243）

入札保証金等についての
お願い

入札に先立ちまして、貴社が上記３通りのうちいずれかの方法を選択されるのか

別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。



入札保証金及び契約保証金について

1 入札保証金

見積金額（税込みの金額）の100分の5以上の入札保証金又はこれに

代わる担保を納付又は提供すること。

(1)「入札保証金」、「これに代わる担保」について

「入札保証金」とは、現金である。

「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は

支払保証をした小切手である。

※ 注意

取引店以外の場合は、現金化に手数料を要することがある。この場合の手数料は、納付業者の負担

となる。

(2)入札保証金の金額について
入札保証金の額、小切手の額面金額は、見積金額（税込みの金額）の１００分の５以上の額とする。

入札金額が、１２，３４５円（税抜き）の場合、見積金額は、１３，５７９円となる。

下記計算式により、入札保証金の額、小切手の額面金額は、６７９円以上の額となる。

○計算式

(3)納付について
「入札保証金」又は「小切手」にあっては、入札書と共に持参し納付すること。

なお、納付の際は、必ず、保証金等納付書（様式１）及び保管証書（様式２）を提出すること。

(4)「入札保証金」、「小切手」の返還について
落札業者にあっては、契約締結後の返還になります。
ただし、落札業者にあっては、契約保証金に充当することができます。

落札業者以外の業者にあっては、開札日以降の返還になります。

返還請求の際は、保証金等払戻請求書（様式３）及び保管証書を提出すること。

なお、保管証書裏面の領収書欄（様式４）には、住所、会社名、代表者氏名、代表者印及び

収入印紙（２００円）が必要となります。

落札者以外の業者にあっては、保管証書のみ提出。保管証書裏面の記載は上記のとおり。

＝ １３，５７９円（見積金額）

５／１００＝ ６７８．９５円

※

ウ

（福岡銀行県庁内支店）において現金化することとなる。この場合、小切手を振り出した金融機関が

× 1.1

ア

イ

１３，５７９円（見積金額）

（例）

１２，３４５円（入札金額）

入札保証金を「小切手」で納付した業者が、落札者となった場合、呈示期間の関係から取引店

×

※

ア

イ

1 



2 入札保証金の納付が免除される場合

(1) 入札保証保険契約

県を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額（税込みの金額）の100分の5以上を保証金額と
するもの）を締結し、その証書を提出する場合。

保証金額について

入札保証保険契約の保証金額は、見積金額（税込みの金額）の１００分の５以上の額とする。

入札金額が、１２，３４５円の場合、見積金額は、１３，５７９円となる。

下記計算式により、保証金額は、６７９円以上の額となる。

○計算式

入札保証保険契約における注意事項について

被保険者

福岡市博多区東公園７番７号
福岡県知事　服部　誠太郎

保険期間

入札の日（入札の日以前の日付でもよい。）から
契約締結の日（契約締結の日以降の日付でもよい。）まで

契約名

○○○業務委託

○ 入札場所

福岡市博多区東公園７番７号
福岡県警察本部入札室

○ 履行又は納入場所

「福岡県警察本部総務部会計課が指定する場所」とする。

証書の提出について

入札保証保険証書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。

なお、証書は、原本提出とし、証書の返還は致しません。

１２，３４５円（入札金額） １３，５７９円（見積金額）

○

○

○

エ

６７８．９５円５／１００

※

× 1.1 ＝

※

イ

１３，５７９円（見積金額） ＝×

（例）

ア

2 



(2) 履行証明書

過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と
の同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面を提出する場合。

「同種の契約」について

「同種の契約」の条件は次のとおりとする。

・ 官公庁（国（独立行政法人等を含む。）・都道府県・市町村）発注契約であれば可

（都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可）

・ 民間及び第３セクター発注の契約は証明として使えません。

・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。

同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。

「同規模の契約」について
「同規模の契約」とは、上記２⑵アで示す契約の契約金額が見積金額（税込みの金額）の

１００分の２０より高い金額であるもの。

ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の１年分に相当する金額が当
該入札に係る見積金額（税込みの金額）の１年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。

入札書記載金額が、１０，０００円の場合、見積金額は、１１，０００円となる。

下記計算式により、同規模契約の契約金額は、２，２００円より高い額となる。

○計算式

履行証明書の様式について

履行証明書の様式は、別紙１を参考とすること。

履行証明書の記載要領について

履行証明書の記載要領は、別紙２を参考とすること。

履行証明書の提出について

履行証明書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。

なお、証明書は、原本提出とし、証明書の返還は致しません。

警察本部発注の契約を履行証明とする場合

契約書の写しを、入札書と共に持参し提出すること。

※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一で
なければなりません。例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認めら
れません。

＝

※

※

１１，０００円（見積金額）１０，０００円（入札金額） × 1.1 ＝

オ

（例）

イ

２，２００円

ア

エ

１１，０００円（見積金額） ×２０／１００

カ

ウ
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3 契約保証金

契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を

納付又は提供すること。

(1)「契約保証金」、「これに代わる担保」について

「契約保証金」とは、現金である。

「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は

支払保証をした小切手である。

(2)金額について

契約保証金の額、小切手の額面金額は、契約金額（税込みの金額）の１００分の１０以上の額とする。

入札書記載金額が、１２，３４５円の場合、契約金額は、１３，５７９円となる。

下記計算式により、契約保証金の額、小切手の額面金額は、１，３５８円以上の額となる。

○計算式

(3)「契約保証金」及び「小切手」の返還について

　　契約期間終了後となる。

1.1 ＝ １３，５７９円（契約金額）

１，３５７．９円

１２，３４５円（入札金額） ×

１３，５７９円（契約金額）

※

イ

（例）

ア

落　札　業　者　に　つ　い　て

＝×１０／１００

4 



4 契約保証金の納付が免除される場合

(1) 履行保証保険契約

県を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の100分の10以上を保証金額とするもの）
を締結し、その証書を提出する場合。

保証金額について
履行保証保険契約の保証金額は、契約金額（税込みの金額）の１００分の１０以上の額とする。

入札書記載金額が、１２，３４５円の場合、契約金額は、１３，５７９円となる。

下記計算式により、保証金額は、１，３５８円以上の額となる。

○計算式

(2) 履行証明書

過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む。）と
の同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面を提出する場合。

「同種の契約」について
「同種の契約」の条件は次のとおりとする。

・ 官公庁（国（独立行政法人等を含む。）・都道府県・市町村）発注契約であれば可
（都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可）

・ 民間及び第３セクター発注の契約は証明として使えません。

・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。

同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。

「同規模の契約」について
「同規模の契約」とは、上記２⑵アで示す契約の契約金額が見積金額（税込みの金額）の

１００分の２０より高い金額であるもの。

ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の１年分に相当する金額が当
該入札に係る見積金額（税込みの金額）の１年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。

入札書記載金額が、１０，０００円の場合、契約金額は、１１，０００円となる。

下記計算式により、同規模契約の契約金額は、２，２００円より高い額となる。

○計算式

※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一で
なければなりません。例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認めら

※

１２，３４５円（入札金額） × 1.1 ＝

１０，０００円（入札金額） × 1.1 ＝

１３，５７９円（契約金額）

ア

１，３５７．９円１３，５７９円（契約金額） ×１０／１００＝

※

（例）

（例）

ア

※

１１，０００円（契約金額）

２，２００円

イ

１１，０００円（契約金額） ×２０／１００＝

※
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れません。
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様式１ 

 

  保証金等納付書  
 No. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ここの決裁 

欄は、入札 

保証金につ 

いてのみ使 

用すること。 

 

  福岡県知事（財務担当所長）殿 

 

 
金  額 

(額  面) 

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

ただし、                         

上記のとおり納付します。(有価証券は、下記内訳のとおり)  

                      年    月   日   

       住所                            

                                  

       氏名                        

記 

証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額  面 枚  数 附 属 利 札 

     

     

     

  
入

札

保

証

金 

保管されたい 
年  月  日 

 保管してよい 
年  月  日 

 

係 員     課(財務担当所)長 

 

係 員    出納員 

 

 

 

入札保証金を

保 管 し た 
年   月   日 

出納員 

 
入札保証金を

払戻されたい 
年   月   日 

課(財務担当所)長 

 

 摘要 

  

       備考 No.欄は年間通し番号とすること。 

（記名押印又は署名） 



様式２ 

(表) 

   

 No. 

 

保 管 証 書 

  
金  額 

（額  面） 

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  

       ただし                        

       (有価証券は下記内訳のとおり) 

      住所                          

      氏名                       殿  

記 

証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額  面 枚  数 附 属 利 札 

     

     

     

     上記のとおり保管しました。 

             年  月  日 

福岡県     

出納員 

 職印 

  

  

 1 この保管証書は大切に保管してください。 

 2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。 



様式４ 

(裏) 

  

  
  

収 入

印 紙 

 

領 収 書 

 

 

  保証金(担保金)として納付した表面保管証書の 

  金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。 

      年   月   日 

 住所                         

                          

 氏名                      

  

 
 

支 払 方 法 支 払 年 月 日 番 号 摘 要 

口 座 振 替

隔 地 払 
 年 月 日   

  

（記名押印又は署名） 



様式３ 
 

  保証金等払戻請求書 

保管証書 

No. 

     福岡県知事（財務担当所長）殿 

     課（財務担当所）名（         ） 

 金 額 
 

（額 面） 

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円  

    ただし、 

 

       上記のとおり払い戻してください。（有価証券は下記内訳のとおり） 

 

                       年  月  日 

 

   住所 

 

   氏名 

 

記 

証券の銘柄 記号番号 額    面 枚数 附属利札 

     

     

     

 

摘          要 

 

 

 

 

 

 

 

（記名押印又は署名） 



別紙１

契 約 契 約 そ の 他

契 約 金 額 契 約 品 目 契 約 期 間 履行（完了）

年 月 日 年 月 日 必 要 事 項

～

～

注）　過去２年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。

契 約 者 住 所

商号及び営業所

代 表 者 名

　　　　　上記契約について誠実に履行されたことを証明します。

　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

証 明 者 名 印

契約履行証明書



契 約 契 約 そ の 他

契 約 金 額 契 約 品 目 契 約 期 間 履行（完了）

年 月 日 年 月 日 必 要 事 項

R6.4.1

R6.4.1 1,234,567 ～ R7.3.31

R7.3.31

～

注）　過去２年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。

契 約 者 住 所 　　○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号

商号及び営業所 　　○○○株式会社

代 表 者 名 　　代表取締役　○○　○○

　　　　　上記契約について誠実に履行されたことを証明します。

　　　　　　　令和　〇　年　○○　月　○○　日

○○県○○市○○区○○　△丁目△番△号

証 明 者 名 　　　　ＡＡ市長　　○○　○○ 印

委託者又は委託者から証明の権限を
委任された者の氏名及び押印

契約履行証明書

○○○委託

別紙２

※過去２年間は、履行年月日で判断します。※契約金額（見積金額×110/100）

の20/100より高い金額

記載例



契 約 契 約 そ の 他

契 約 金 額 契 約 品 目 契 約 期 間 履行（完了）

年 月 日 年 月 日 必 要 事 項

R6.4.1

R6.4.1 1,234,567 ～ R6.3.31

R7.3.31

R7.4.1

R7.4.1 2,345,678 ～ R7.8.31

R7.8.31

注）　過去２年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。

契 約 者 住 所 　　○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号

商号及び営業所 　　○○○株式会社

代 表 者 名 　　代表取締役　○○　○○

　　　　　上記契約について誠実に履行されたことを証明します。

　　　　　　　令和　〇　年　○○　月　○○　日

○○県○○市○○区○○　△丁目△番△号

証 明 者 名 　　　　ＢＢ市長　　○○　○○ 印

委託者又は委託者から証明の権限を
委任された者の氏名及び押印

○○○委託

契約履行証明書

○○○委託

別紙２－２

※過去２年間は、履行年月日で判断します。※契約金額（見積金額×110/100）

の20/100より高い金額

記載例


